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第１章 ウィズプラン（市川市男女共同参画基本計画)の策定にあたって 

１ 計画策定の趣旨 

 男女共同参画社会とは、「男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会

のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経

済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会」（男

女共同参画社会基本法第２条）とされています。 

 現在の社会状況は、進行する少子高齢化や国際化、家族の在り方や就労形態の多様化な

ど、生活のあらゆる面で急速に変化しています。 

こうした社会構造の劇的な変化の中で、すべての市民が互いに人権を尊重し、能力を発

揮し、生き生きと生活していくためには、より一層、男女が共に様々な分野で活躍し、積極

的に参画していける社会づくりが必要です。 

このような社会づくりを目的として、男女共同参画社会の実現に関する施策を総合的

かつ計画的に推進するため、ウィズプラン（市川市男女共同参画基本計画、以下「本プラ

ン」）を策定するものです。

 「ウィズ」は、「男女ともに」「老いも若きも」「すべての人が 

ともに」、という意味が込められており、男女共同参画を 

推進する上での拠点施設「市川市男女共同参画センター」 

の愛称でもあります。 ▲市川市男女共同参画センター

「ウィズ」のシンボルマーク 
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２ 計画の位置づけ 

〇本プランは、市川市男女共同参画社会基本条例第８条の規定に基づく「基本計画」であ

り、男女共同参画社会基本法第１４条第３項の規定に基づく「市町村男女共同参画計画」

です。 

〇本プランは、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第６条第２項の規定に基

づく「市町村推進計画」の一部を兼ねるとともに、配偶者からの暴力の防止及び被害者

の保護等に関する法律第２条の３第３項の規定に基づく「市町村基本計画」、並びに困難

な問題を抱える女性への支援に関する法律第８条第３項の規定に基づく「市町村基本計

画」の一部を兼ねるものとします。 

〇本プランは、「市川市総合計画」との整合性を図りながら、施策を推進するものです。 

※本プランでは、関連法規を以下の略称で記載します。

・女性の職業生活における活躍の推進に関する法律 ⇒ 女性活躍推進法

・配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律 ⇒ DV防止法

・困難な問題を抱える女性への支援に関する法律 ⇒ 困難女性支援法

男女共同参画社会基本法

国：第６次男女共同参画基本計画
県：第６次千葉県男女共同参画計画

ＤＶ防止法

国：基本方針（※１）

県：千葉県ＤＶ防止・被害者支援

基本計画（第5次）

女性活躍推進法

国：女性版骨太の方針2025

困難女性支援法

国：基本方針（※２）

県：千葉県困難な問題を抱える女性

支援基本計画

市川市総合計画

（Ｉ＆Ｉプラン）
市川市男女共同

参画社会基本条例

ウィズプラン(市川市男女共同参画基本計画)

（市町村男女共同参画計画）

（市町村女性活躍推進計画）

（市町村ＤＶ防止基本計画）

（困難女性市町村基本計画）

国・千葉県 市川市

※１ 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等のための

施策に関する基本的な方針

※２ 困難な問題を抱える女性への支援のための施策に関する

基本的な方針
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令和8年～12年度
（2026～2030）

令和5年～7年度
（2023～2025）

平成20～22年度
（2008～2010）

平成23～25年度
（2011～2013）

平成26～28年度
（2014～2016）

平成29～31年度
（2017～2019）

令和2年～4年度
（2020～2022）

市 川 市 男 女 共 同 参 画 基 本 計 画 （ 改 定 版 ）

第３次

実施計画

第４次

実施計画

第５次

実施計画

第６次

実施計画

第７次

実施計画

市川市DV防

止基本計画

（第１次

実施計画）

第２次DV防止

実施計画

第３次DV防止

実施計画

第４次DV防止

実施計画

第８次

実施計画

第５次DV防止

実施計画

ウィズプラン

（市川市男女共同

参画基本計画）

３ 計画の期間 

本プランの期間は、令和 8（２０２６）年度から令和 12（２０３０）年度までの５年間としま

す。ただし、社会情勢の変化や計画の進捗状況等により必要に応じて見直しを行います。 

４ 基本理念 

市川市男女共同参画社会基本条例に基づき、 

「性別にかかわらず、一人ひとりの人権が尊重され、多様な個性を認め合いながら 

対等な立場で参画でき、誰もが安心して暮らせる社会を実現する。」 

ことを基本理念とし、男女共同参画を推進します。 
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第２章 男女共同参画社会について 

１ 国際連合の取組 

○ 1970（昭和５０）年 女性差別をなくす世界的な取組の中で、「国際婦人年」が提唱

され、「世界行動計画」が採択され、1976（昭和 51）年から 1985（昭和 60）年まで

の１０年間を「国連婦人の１０年」と定められました。

○ １９７９（昭和５４）年 「女子に対するあらゆる形態の差別に関する条約（女子差別撤

廃条約）」が採択（１９８１年９月発効）されました。この条約に基づき、女子差別撤廃委

員会は毎年開催されています。

○ １９８５（昭和６０）年 国連婦人の１０年最終年世界会議が開催されました。

○ １９９４（平成６）年 国際人口開発会議及び１９９５（平成７）年の世界女性会議におい

て、「リプロダクティブヘルス・ライツ（性と生殖に関する健康と権利）」について、声明

が出されました。

○ ２００５（平成１７）年から５年ごとに女性の地位向上委員会が開催され、国連社会理

事会へ、勧告・報告・提案等を行っています。

○ ２０１０（平成２２）年 ジェンダー平等と女性のエンパワーメントのための国連機関で

ある「ＵＮＷomen」が設立されました。

２ 国の取組 

○ 1975（昭和５０）年 総理府に婦人問題企画推進本部を設置し、１９７７（昭和５２年）

には「国内行動計画」を策定しました。

○ 1985（昭和６０）年 「女子差別撤廃条約」が批准されました。

○ 1987（昭和６２）年 「西暦２０００年に向けての新国内行動計画」が策定され、

1996（平成８）年 「男女共同参画社会の形成の促進に関する国内行動計画－男女

共同参画２０００年プラン」が策定されました。

○ 1999（平成１１）年 「男女共同参画社会基本法」が制定され、翌 2000（平成１２）年、

基本法に基づく「男女共同参画基本計画」が制定され、２０２６年４月に第６次計画の
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開始となります（予定）。 

○ ２００１（平成１３）年 配偶者からの暴力に係る通報、相談、保護、自立支援等の体制

を整備することにより、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るため、

「ＤＶ防止法」が制定されました。

○ 2005（平成１７）年 ５年間の基本方針と施策をまとめた「男女共同参画基本計画

（第２次）」が閣議決定されました。その中で２０２０（令和２）年末までに指導的地位に

占める女性の割合を少なくとも３０％程度にするなどの数値目標の設定がされまし

た。

○ ２０１５（平成２７）年 「女性活躍推進法」が１０年の時限法で施行されましたが、令和

７年に１０年延長されることが閣議決定されました。

〇 ２０２３（令和５）年 性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性を受け入れる

精神を涵養（かんよう）し、もって性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性

に寛容な社会の実現に資することを目的とし、「性的指向及びジェンダーアイデンティ

ティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律」が制定されました。

○ ２０２４（令和６）年 日常生活又は社会生活を営むに当たり困難な問題を抱える女性

への支援のための施策を推進し、もって人権が尊重され、及び女性が安心して、かつ、

自立して暮らせる社会の実現に寄与することを目的とし、「困難女性支援法」が制定さ

れました。

○ ２０２６（令和８）年４月より、「独立行政法人男女共同参画機構法」の施行にあわせ

「男女共同参画基本法」の改正も予定されています。国立女性教育会館の機能強化に

合わせ、地方自治体の男女共同参画センターを「関係者相互間の連携と共同を促進

するための拠点」として位置付けるものです。

３ 千葉県の取組 

○ 1996（平成８）年に男女共同参画社会の形成を目指すことを基本目標とした「ちば

新時代女性プラン」（1996（平成８）年度～2000（平成１２）年度）が策定されました。

○ 2001（平成１３）年 「千葉県男女共同参画基本計画」が策定され、２０２６年４月に第

６次計画の開始となります（予定）。

○ ２０２４（令和６）年 男女共同参画の推進を含む「千葉県多様性が尊重され誰もが活

躍できる社会の形成の推進に関する条例」が制定されました。
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４ 市川市の取組 

○ 1982（昭和５７)年 国連、国、千葉県の動きを受けて総務部に「婦人担当室」を設置、

1988（昭和６３）年、「男女平等社会への市川市行動計画」を策定、1991（平成３）年、

男女平等の活動拠点となる「女性センター」を開設しました。

○ 1995（平成７）年 社会情勢の変化に伴い、前計画に女性問題は同時に男性の問題

でもあるという視点を取り入れた「男女共同参画型社会への市川市行動計画」が策

定されました。その後、2002（平成１４）年には、「市川市男女共同参画基本計画」が

策定されるとともに「市川市男女平等基本条例」が制定されました。

○ 200７（平成１９）年 2005（平成１７）年の国の男女共同参画基本計画策定を踏まえ、

「市川市男女平等基本条例」を廃止し、新たに「市川市男女共同参画社会基本条例」を

制定しました。

○ ２００８（平成２０）年 前年に市川市男女共同参画社会基本条例を制定したことから、

条例との整合性を図るため、「市川市男女共同参画基本計画」の改定を行いました。

○ ２０１１（平成２３）年 市川市男女共同参画基本計画で対応していたDV対策を、総合

的かつ計画的に進めるため、ＤＶ防止法に基づき、「市川市ＤＶ防止基本計画（第１次

実施計画）」を策定し、「配偶者暴力相談支援センター」の機能を有しました。

○ ２０１９（令和元）年 すべての人の人権が尊重される社会の実現に寄与することを目

的とし、「多様性を尊重する社会を推進するための指針」を策定しました。

○ ２０２２（令和４年）２月 誰もが自分らしく生きることができる社会の実現の一助とし

て、「市川市パートナーシップ・ファミリーシップ届出制度」を施行しました。現在は、県

内の自治体と「パートナーシップ・ファミリーシップ制度に係る都市間連携に関する協

定」を締結するとともに、全国のパートナーシップ制度実施自治体で構成される「パ

ートナーシップ制度自治体間連携ネットワーク」に加入し、それぞれの自治体で同様

の制度を利用している方の転入出に関する手続きの省略を可能としています。

○ ２０２５（令和７）年 犯罪被害者等の権利利益の保護及び早期の回復を図り、犯罪被

害者等を支える地域社会の実現に寄与することを目的とした、「市川市犯罪被害者

等支援条例」を制定しました。

8



 9



 

 

 

 

第３章 市川市の現状と課題 

 

１ 現状と課題 

 

解消に至っていない男女の地位の不平等感 

男女の地位は平等かというアンケートでは、「そう思わない」、「どちらかといえばそう思

わない」との回答割合が半数を大きく上回っており、男女の不平等感の解消に至っていま

せん。 

 性別による不平等感が少なく、自分の立場が尊重される地域となることが課題です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

根強い固定的性別役割分担意識 

働き方や家族の在り方は変化し続けていますが、アンケートによると「夫は外で働き、妻は家

を守る方が良い」という考えの方が３０％程度を占めている等、まだまだ固定的性別役割分担

意識が残っています。また、「わからない」という回答も一定数あり、様々な場面での男女共同

参画への意識づくりが急務です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：令和 6年度男女共同参画に関するアンケート 

出典：令和 6年度男女共同参画に関するアンケート 
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近年増加している女性相談（ＤＶ）面談件数 

女性相談（ＤＶ）の面談件数は、令和元年ごろと比較して約１．５倍の数値で推移していま

す。 

継続して相談窓口を周知するとともに、相談につながった方への適切なサポートができ

る体制づくりが引き続き必要となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十分でない「ＬＧＢＴＱ＋」の理解度 

LGBTQ+に関するアンケートでは、「多少」を含めても「理解は進んでいる」と回答した

方は、約半数にとどまりました。 

人口に占める割合が８～１０％程度といわれている LGBTQ+についての関心を喚起し、

理解を促進していくことが必要です。 

 

 

  

市川市配偶者暴力相談支援センターにおけるＤＶ相談件数等より作成 

出典：市川市男女共同参画に関する市民意識調査報告書 
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第４章 計画の組み立てについて 

 

１ 計画の構成 

 

 

基本理念に基づき、男女共同参画社会の実現に向けた３つの「基本目標」を設定しまし

た。それぞれの「基本目標」の実現に向けた課題を、本市の現状や課題を踏まえて７つの

「個別課題」に整理し、さらに課題の解消に向けて取り組む際の柱として１４の「施策の方

向性」を定めました。この「施策の方向性」を具体化する手段として事業（「進行管理事業」、

「関連事業」）を位置づけています。 

 

 

＜計画の構成イメージ＞ 

 

  

 

 

 

  

基本目標 

個別課題 

施策の方向性 

進行管理事業 関連事業 
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 ２ 事業選定の考え方 

 

 

計画を推進していくにあたり、①本プランで進行管理していく事業（進行

管理事業）と、②本プランの基本目標等に合致する事業（関連事業）を本プラ

ンの事業として位置づけ、相互に連携していくことで目標を達成してまいり

ます。  

 

 

 

 

進行管理事業について 
 
関連事業について 

① 進行管理事業（３０事業）  

 

〇評価・検証を毎年度行う 

〇結果の報告と公表 

〇必要に応じたプランの見直し 

 
② 関連事業（６８事業） 

 

〇本プランの基本目標や個別課題

等に合致する事業 

〇関連する計画等において進行管

理 

毎年度、評価、検証を行い、その結

果を市川市男女共同参画推進審議

会に報告するとともに、市民に公表

します。 

各事業を着実に実行していくだけで

はなく、計画実施期間中における男

女共同参画の推進に関する社会情

勢の変化等、必要に応じて本プラン

の部分的な修正・更新を行います。 

男女共同参画社会の実現を目指し、

目標値の達成にとどまらず、積極的

に事業を実施していきます。 

（一部、目標値を設定することが適

さない事業については、目標値を設

定しないことがあります。） 

 
関連事業は、本プランに関連する行

政計画（関連計画等）に位置づけら

れている事業のうち、本プランの基

本目標や個別課題、施策の方向性

に合致する事業です。 

これらの関連事業は、関連計画等に

おいて進行管理していきます。 
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 ３ 指標 

 

 

本プランでは、市民意識の変化や事業の達成状況を確認し、目標の達成や課題解消を

着実に推進するため、「行動指標」と「成果指標」の２つの指標を設定しています。 

 

個別課題の解消に向けた施策の推進状況を測るため、事業の実施によりもたらされる

結果として、「行動指標」を設定し、毎年の実績により評価します。 

また、基本目標の実現に向けて、個別課題の解消の達成状況を測るために、「成果指標」

を定め、市民意識の醸成度（社会的変化）を確認します。 

 

 

＜指標のイメージ＞ 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

アンケート調査等により、市民意識の変化を調査し、

個別課題の解消の達成度を確認する。 

事業を行った結果を測定し、施策の推進状況を 

確認する。 

計画に位置づけた事業について、進行管理を行う。 

※関連事業はそれぞれの計画等において進行管理を行う 

事業 

事業の進行管理 

行動指標 

施策の方向性 

成果指標 

個別課題 

結果 

結果 
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 ４ 計画の見方 

 

  

 〇本プランの施策の方向性について、体系図一覧において下記の表記を用いています。 

       

   女活 … 女性活躍推進法の実施項目として位置付けている施策の方向性 

 

   ＤＶ  … ＤＶ防止法の実施項目として位置付けている施策の方向性 

 

困難 … 困難女性支援法の実施項目として位置付けている施策の方向性 

 

〇本プランの評価は目標値と実績からの評価とし、以下のとおり集計を行います。 

評価項目 内容 

成果指標 計画の総括として集計を行い、本プランの成果を測定する。 

行動指標 毎年集計を行い、必要に応じて計画内容の見直し等を実施する。 

進行管理事業の 

取組状況 

毎年集計を行い、結果の公表や報告を行う。 

また、結果についての評価や検証を行う。 

 

〇「進行管理事業の取組状況」の評価については、下記の４段階で行います。 

 

  □十分達成できた □概ね達成できた □やや不十分だった □不十分だった  

 

〇アンケート調査実績（令和６年度）  ※詳細は、各ページでご覧いただけます 

・市川市男女共同参画に関する市民意識調査 

実施日：令和６年７月１９日（金）～８月２５日（日） 回答数：1,88１件 

https://www.city.ichikawa.lg.jp/common/gen05/file/0000480351.pdf 

 

・令和６年度男女共同参画に関するアンケート 

実施日：令和７年１月２７日（月）～２月９日（日） 回答数：1,196件 

https://www.city.ichikawa.lg.jp/common/new01/file/0000479499.pdf 

 

・令和６年度ＤＶに関するアンケート 

実施日：令和７年２月２５日（火）～３月１０日（月） 回答数：1,17５件 

https://www.city.ichikawa.lg.jp/common/new01/file/0000479502.pdf 

  

・市川市男女共同参画にかかる基本的な計画についてのアンケート 

実施日：令和７年１２月１０日（水）～１２月２１日（日） 回答数：1,９９４件 

※URLとQRコードはWeb公開後に掲載します。 
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  ５ 体系図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ あらゆる場面で男女がともに活躍できる社会の実現

１ 性別にとらわれないワーク・ライフ・バランス

（一人ひとりが望むライフスタイル）の実現

２ 政策・方針決定過程へ

の女性の参画

基
本
目
標

個
別
課
題

３ 防災・復興における

男女共同参画

⑴男女共同参画に関連する意識の醸成

⑵家庭生活における男女共同参画の促進

⑶働く場における男女共同参画の促進

⑷地域における男女共同参画の促進

⑸市の政策・方針決定

過程への女性参画の

促進

⑹企業等における女性

の活躍促進

⑺防災・復興における

男女共同参画の視点

の強化

12．避難所運営等における男女

共同参画の視点の反映

（再）１．男女共同参画情報の収集

と周知・啓発

（再）９．各種審議会等への女性

委員の積極的な登用の推進

施
策
の
方
向
性

進
行
管
理
事
業

１．男女共同参画情報の収集と周知・啓発

２．人権教育の実施

３．人権に関する周知・啓発

４．家庭における男女共同参画の推進に向けた講座等の実施

５．就労支援に関する講座等の実施

６．ワーク・ライフ・バランス推進啓発

７．男女共同参画センターの運営

８．男女共同参画センター使用団体の活動支援

９．各種審議会等への女性委員

の積極的な登用の推進

10．女性職員の管理職登用の

促進

11．市職員への男女共同参画に

関する研修等の実施

（再）１．男女共同参画情報の収集

と周知・啓発

関
連
事
業

関２４ 女性の職業生活における

活躍の推進

関２５ 女性管理職登用に向けた

参画機会の環境整備

関２６ 特定創業支援

関２７ 起業・経営支援

関２８ 選挙啓発出前授業の

実施

関２９ 防災女性プロジェクトの

実施

関３０ 和洋女子大学との「防災・

減災女性リーダー養成

講座」の共催

関３１ 女性消防クラブ活動の

支援

関３２ 地域における防災

リーダーの育成

関３３ 小学校区防災拠点協議会

の設置推進

関３４ 防災教育推進

関３５ 外国人等の要配慮者への

対策

関１３ 職員みんなで支え合

い計画の推進

関１４ 職場におけるハラス

メントに関する相談

関１５ 労働相談

関１６ 若年者等就労支援

関１７ 家族経営協定締結の

推進

関１８ 障がい者雇用

関１９ 雇用促進奨励金の

交付

関２０ 自治会活動の活性化

関２１ 公民館での各種講座

の実施

関２２ いちかわ支え合い

ネットによる周知

関２３ 地域ケアシステム

推進

関１ ファミリー・サポート・

センターの活用促進

関２ 放課後保育クラブ運営

関３ 子育て世帯訪問支援

関４ 親子つどいの広場の

運営

関５ 地域子育て支援

センターの運営

関６ こども食堂への支援

関７ こども館の運営

関８ 病児・病後児保育

関９ 各教科、道徳、特別

活動及び総合的な

学習の時間における

人権教育

関１０ 家庭教育学級運営

関１１ 教育相談

関１２ 家族介護支援

男女共同参画を推進する体制の整備・管理 （進捗管理）

女活 女活
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Ⅱ 暴力で苦しむことのない社会の実現

Ⅲ すべての人がいきいきと暮らせる

社会の実現

４ 暴力を許さない社会

の実現
５ 被害者等支援の充実

６ 多様性を認め合う社

会の実現

７ 健やかな生活を続け

ることができる社会

の実現

⑻あらゆる暴力の防止

に向けた基盤づくり

⑼被害者等支援と相談

業務体制の充実

⑽関係機関・関係部署

との連携

⑾ダイバーシティに関

する理解促進

⑿人権の視点からの

教育の推進

⒀生活上の困難への

支援の充実

⒁生涯を通じた健康の

管理の意識啓発と

情報提供

17．女性相談支援

18．女性弁護士による無料

法律相談

19．犯罪被害者等への支援

20．緊急一時保護対応

21．ＤＶ相談証明書等の発行と

保護命令申し立てにおける助

言等の支援

22．相談窓口の周知活動

23．ケース検討会議の実施

24．スキルアップのための

研修への参加・実施

25．相談者の転入出にかかる

自治体等との情報連携

26．関係機関・関係部署との

連携と情報発信

27．家庭等における暴力等対

策ネットワーク会議等の実施

28．ＬＧＢＴＱ+に関する理解

促進

29．市川市パートナーシップ・

ファミリーシップ届出制度の

運営

30．多様性に配慮した表現の

促進

（再）２．人権教育の実施

（再）３．人権に関する周知・啓発

（再）17．女性相談支援

（再）18．女性弁護士による

無料法律相談

（再）19．犯罪被害者等への

支援

（再）22．相談窓口の周知活動

（再）26．関係機関・関係部署

との連携と情報発信

関３９ 利用者支援

（こども家庭センター型）

関４０ 障害者虐待の防止及び

障害を理由とする差別

の解消に関する会議の

実施

関４１ 障害者虐待防止対策

支援

関４２ 高齢者等総合相談

関４３ 権利擁護の支援

関４４ 多文化共生推進

関４５ 海外都市交流の推進

関４６ 国際理解教育の推進

関４７ 青少年教育国際交流の

推進

関４８ 世代間交流の促進

関４９ 障がい者に関する理解

促進研修・啓発

関５０ 民事一般相談

関５１ 外国人相談窓口

関５２ 通訳・翻訳ボランティア

による活動

関５３ 多機関協働の推進

関５４ 生活困窮支援

関５５ 高齢者サポートセンター

による支援

関５６ 認知症サポーター等

養成

関５７ 市川市地域見守り活動

に関する協定

関５８ 障害者相談支援

関５９ ひとり親相談

関６０ 産後ケア

関６１ ひとり親世帯に対する

市営住宅の加点措置

関６２ 母子・父子自立支援

プログラム策定支援

関６３ 健康相談

関６４ 自殺対策の推進

関６５ 乳幼児期における健康

教育および育児相談

関６６ 乳児家庭全戸訪問

関６７ 特定健康診査等の実施

関６８ 生涯スポーツイベントの

充実

13．ＤＶ等暴力の根絶に向けた

啓発活動

14．デートＤＶ、ストーカーの

予防啓発

15．ＤＶと児童虐待の関連性に

関する周知・啓発

16．犯罪被害者等支援に関す

る啓発

（再）２．人権教育の実施

（再）３．人権に関する周知・啓発

関３６ 青少年有害図書の地域

での見回り

関３７ 妊婦等包括相談支援

関３８ 要保護児童への支援

男女共同参画に関する市民意識調査の実施、市川市男女共同参画推進審議会の運営、計画の進捗管理

ＤＶ ＤＶ 困難
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第５章 計画の内容 

 

基本目標Ⅰ  あらゆる場面で男女がともに活躍できる社会の実現 

 

 

男女共同参画社会の実現には、様々な場面で男女がともに活躍できる社会づくりが不

可欠です。 

そのためには、性別にとらわれず、一人ひとりが希望するワーク・ライフ・バランスを  

実現することによる能力発揮の場の創出や、政策・方針決定過程への女性の参画による 

多様な意見の反映が必要となります。 

また、頻発化、激甚化が進む自然災害への対応についても、女性の視点を活かすことで

安心安全な避難所運営や視野の広い防災・復興体制の構築など、大きな効果が期待でき

ます。 

上記を踏まえ、啓発や情報発信等の取組を進めてまいります。 

 

 

●個別課題１ 性別にとらわれないワーク・ライフ・バランス（一人ひとり

が望むライフスタイル）の実現 

 

近年、働き方も家庭の在り方も、急速に変化している一方で、家事・育児・介護等の多く

を女性が担っています。 

仕事や家庭、地域活動や趣味などの、理想のバランスは人それぞれ違うものであり、そ

れぞれの希望するバランスを理解し、尊重し合うことで、誰もがいきいきとした生活を享

受することができます。 

市民一人ひとりが、希望するワーク・ライフ・バランスで活躍できる社会を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
出典：市川市男女共同参画に関する市民意識調査報告書 

18



 

 

 

 

成果指標 

内容 
現状値 

（令和 7年度） 

目標値 

（令和１２年度） 

希望するワーク・ライフ・バランスで生活を送れて 

いると思う人の割合 
７１．７％ ７５％ 

 

 

 

◇ 施策の方向性 

 

 

(1) 男女共同参画に関連する意識の醸成 

・あらゆる場面における男女共同参画を実現するため、家庭や職場、学校等の様々な場

において、その基盤となる市民の意識啓発に努めます。 

・市民等に対して、男女共同参画の実現に関する具体的な考え方等を周知するため、 

関連する情報の収集及び発信を行います。

 

(2)家庭生活における男女共同参画の促進 

・固定的性別役割分担意識や無意識の思い込み（アンコンシャスバイアス）の解消や、  

一人ひとりが希望するワーク・ライフ・バランスを実現するため、家族の協力体制構築の

必要性などを啓発する講座等を実施します。 

 

(3)働く場における男女共同参画の促進 

・働く場において男女がともに活躍することができるよう、男性の育児休業等の取得率 

上昇や異性へのハラスメントの防止などを目指し、講座等による啓発に努めます。 

 

(4)地域における男女共同参画の促進 

・地域活動において、男女がともに活躍することができるよう、男女共同参画センター 

の運営や団体の活動支援を実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

女活 
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行動指標 

内容 
現状値 

（令和 7年度） 

目標値 

（令和１２年度） 

男女共同参画に関連する講座やイベント等に参加

し、生活を見直そうと思った人の割合 
８９％（参考） ＋５％ 

男女共同参画に関連する講座への男性の参加割合 ２９％ ３５％ 

「配偶者出産休暇」又は「男性の育児参加休暇」を  

合計して５日以上取得した、取得対象となる市の  

男性職員の割合 

８４.７％ 

（令和６年度） 

１００％ 

（令和１１年度） 

「年次休暇」の取得が、１０日以上の市職員の割合 
７７.１％ 

（令和６年度） 

８０％ 

（令和１１年度） 

 

 

進行管理事業一覧 

事 業 名 １．男女共同参画情報の収集と周知・啓発 

事業概要 

男女共同参画の推進に関する国・県・近隣市の取組等の情報を収集します。 

また、男女共同参画に関する講座等の実施、市職員や企業等に対する情報発

信等による情報の周知・啓発を行います。 

指 標 
市民への男女共同参画に関する情報発信等

の回数 

現 状 

（令和６年度） 
１０回 

目 標 値 

令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 令和１２年度 

１０回以上 １０回以上 １０回以上 １０回以上 １０回以上 

 

 

事 業 名 ２．人権教育の実施（後掲） 

事業概要 4７ページに掲載 

 

 

事 業 名 ３．人権に関する周知・啓発（後掲） 

事業概要 4７ページに掲載 
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事 業 名 ４．家庭における男女共同参画の推進に向けた講座等の実施 

事業概要 
固定的性別役割分担意識の解消や家族の協力体制構築を促進するための講座

等を実施します。 

指 標 
家庭における男女共同参画の推進に向けた

講座等の実施回数 

現 状 

（令和６年度） 
２回 

目 標 値 

令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 令和１２年度 

２回以上 ２回以上 ２回以上 ２回以上 ２回以上 

事 業 名 ５．就労支援に関する講座等の実施 

事業概要 
多くの市民が個性と能力を活かし、多様な働き方により社会参加を行えるよ

う、就労支援（スキルアップ）に関する講座やセミナー等を実施します。 

指 標 就労支援関連講座等の実施回数 
現 状 

（令和６年度） 
２回 

目 標 値 

令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 令和１２年度 

２回以上 ２回以上 ２回以上 ２回以上 ２回以上 

事 業 名 ６．ワーク・ライフ・バランス推進啓発 

事業概要 

企業や市民等に対して、ワーク・ライフ・バランス推進に関する講座等の実施や

市川市公式Webサイト等を用いた情報提供等を行います。 

また、庁内の関係課と連携し、市職員に対する育児休業や介護休暇等に関する

情報提供等を実施します。 

指 標 講座等の実施回数 
現 状 

（令和６年度） 
２回 

目 標 値 

令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 令和１２年度 

２回以上 ２回以上 ２回以上 ２回以上 ２回以上 
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事 業 名 ７．男女共同参画センターの運営 

事業概要 
男女共同参画センターを活用した地域における男女共同参画推進のため、貸

館等のセンター運営事業を行います。 

報 告 登録団体数 
現 状 

（令和６年度） 
３６９団体 

事 業 名 ８．男女共同参画センター使用団体の活動支援 

事業概要 
男女共同参画センター使用団体が開催するイベントについて、市の共催や後援

による活動支援を行います。 

報 告 市の共催や後援の回数 
現 状 

（令和６年度） 
２０回 

関連事業一覧 

事業名 

【所管課】 
事業概要 関連計画 

（関連１） 

ファミリー・サポート・センタ

ーの活用促進 

【こども施策課】 

育児の支援をしたい会員と育児の支援を受けた

い会員を組織化し、子育てに関する人と人との相

互援助活動として、保育園・幼稚園・放課後保育ク

ラブへの送迎・送迎後の預かり等のサポートを行

います。 

〇市川市こども計

画 

（関連２） 

放課後保育クラブ運営 

【学校地域連携推進課】 

放課後、就労等で保護者が家庭にいない児童を

保育するため、よりよい環境づくりを行います。 

〇第４期市川市教

育振興基本計画 

（関連３） 

子育て世帯訪問支援 

【こども家庭相談課】 

こどもの養育について積極的に支援することが

必要と判断される家庭に対し、訪問支援員を派

遣して、養育に関する助言、家事・育児支援等を

行います。 

〇市川市こども計

画 
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事業名 

【所管課】 
事業概要 関連計画 

（関連４） 

親子つどいの広場の運営 

【こども施策課】 

子育て中の親子が気軽に集える場として、親子つ

どいの広場を設置し、子育て中の親子の交流の

場の提供と交流の促進、相談・援助、地域の子育

て関連情報の提供および地域の支援者への講習

を行います。 

〇市川市こども計

画 

（関連５） 

地域子育て支援センターの

運営 

【こども施策課】 

保育園等のノウハウと機能を活用した地域子育

て支援センターを設置して、子育て中の親子の交

流の場の提供と交流の促進、相談・援助、地域の

子育て関連情報の提供、各種子育て教室等の開

催および子育てサークルの支援を行います。 

〇市川市こども計

画 

（関連６） 

こども食堂への支援 

【こども施策課】 

食事の提供とともに学習支援や遊び場の提供等

を実施し、地域の多様な人々とこどもの交流の場

となるこども食堂を運営する団体に対し、運営費

等の補助を行うことにより、こどもの居場所づく

りを推進します。 

〇市川市こども計

画 

（関連７） 

こども館の運営 

【こども施策課】 

児童館等を設置し、遊びの提供を行い乳幼児

親子の居場所とするとともに、育児不安解消

のための相談・情報提供を行います。また、親

子の居場所づくり・仲間づくりのための親子活

動、父親の育児参加促進等の支援を行います。 

〇市川市こども計

画 

（関連８） 

病児・病後児保育 

【こども施策課】 

保育園等若しくは病院等に付設された専用スペ

ースや病児保育事業のための専用施設におい

て、病児保育・病後児保育を実施します。 

〇市川市こども計

画 

（関連９） 

各教科、道徳、特別活動及び

総合的な学習の時間におけ

る人権教育 

【指導課】 

子どもが、互いの人権を尊重し、男女が平等に参

画する中で、それぞれの考えや立場の違いを認

識しあえるような能力を身につけるための教育

の指導形態・指導方法の工夫や改善を学校が行

い、それに対して指導・支援をするとともに、関連

する研修を実施します。 

〇第４期市川市教

育振興基本計画 

（関連 1０） 

家庭教育学級運営 

【学校地域連携推進課】 

子育ての中の保護者向けに、家庭教育学級や指

導員派遣、個人参加可能な共通講座を通して、

様々な学習機会を提供します。子育ての課題解

決を支援し、よりよい親子関係を築くことを目指

します。 

〇第４期市川市教

育振興基本計画 

23



 

事業名 

【所管課】 
事業概要 関連計画 

（関連 1１） 

教育相談 

【教育センター】 

子育て中の保護者が抱えているさまざまな悩み

に関して、専門的知識を持つ教育相談員等が面

接相談やカウンセリングを行います。 

〇第４期市川市教

育振興基本計画 

（関連 1２） 

家族介護支援 

【地域包括支援課】 

要介護被保険者等の状態の維持、改善を目的と

した適切な介護知識・技術の習得や、外部サービ

スの適切な利用方法の習得等を内容とした教室

を開催します。 

〇第９期市川市高

齢者福祉計画・介

護保険事業計画 

（関連 1３） 

職員みんなで支え合い計画

（市川市役所次世代育成支

援行動計画）の推進 

【職員課】 

子育てをする職員に限らず、全ての職員が仕事と

生活を両立することができる勤務環境の整備等

を目指し、「職員みんなで支え合い計画」を推進し

ます。 

〇職員みんなで支

え合い計画（第 6

次市川市役所次世

代育成支援行動計

画） 

（関連 1４） 

職場におけるハラスメントに

関する相談 

【職員課 健康管理担当室】 

ハラスメントの種類にかかわらず、市職員が相談

できる窓口を設置し相談に対応します。 
－ 

（関連 1５） 

労働相談 

【商工課】 

賃金、解雇、労働時間、労災等の勤労者や中小企

業経営者が抱えている労働に関する相談に社会

保険労務士が応じます。 

〇いのち支えるい

ちかわ自殺対策計

画(第 3次) 

（関連 1６） 

若年者等就労支援 

【商工課】 

若年者等が仕事や就職について気軽に相談でき

る窓口を開設し、職場体験を通して就労への不安

を解消できるように支援します。また、求職者と

企業とのミスマッチ解消のため、就職面接会を実

施します。 

〇いのち支えるい

ちかわ自殺対策計

画(第 3次) 

〇第 5期市川市地

域福祉計画 

〇第 5次いちかわ

ハートフルプラン

（関連１７） 

家族経営協定締結の推進 

【農政課】 

家族で農業を営む農家に、家族経営協定の締結

に向け働きかけを行います。 
－ 

（関連１８） 

障がい者雇用 

【人事課、教育総務課】 

働く意欲があるもののなかなか就労に結びつか

ない障がい者を、最長３年間、会計年度任用職員

として任用します。 

障がい者スタッフは業務経験を積みながら、就労

課題を克服し、一般企業等への就労を目指しま

す。 

〇第５次いちかわ

ハートフルプラン

市川市障害者計画 

〇第二次市川市障

がい者活躍推進計

画 
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事業名 

【所管課】 
事業概要 関連計画 

（関連１９） 

雇用促進奨励金の交付 

【商工課】 

市内居住の障がい者を常用労働者として雇用し

た事業主に対して奨励金を交付します。 

〇第５次いちかわ

ハートフルプラン

（関連 2０） 

自治会活動の活性化 

【自治振興課】 

市川市自治会連合協議会において、女性役員の

人材の活性化を図るため、役員と女性会長との

意見交換会を開催します。 

－ 

（関連 2１） 

公民館での各種講座の実施 

【生涯学習振興課】 

男女共同参画意識を育てるために、男性や若年

層・働く女性などを含め、これまで講座に参加す

る機会が少なかった層も参加しやすいよう内容、

時間帯などを工夫し講座の充実を図ります。 

〇第４期市川市教

育振興基本計画 

（関連 2２） 

いちかわ支え合いネットによ

る周知 

【地域共生課】 

市内を中心に活動を行っている市民活動団体等

の情報や生活支援の情報を掲載します。 
－ 

（関連 2３） 

地域ケアシステム推進 

【地域共生課】 

地域住民同士の支え合いとして地域コミュニティ

の推進を目指すとともに、市内１４の地区社会福

祉協議会の活動拠点を整備し、相談事業及びサ

ロン事業に対して助成を行い、地域住民の主体的

な活動を支援します。 

〇第５期市川市地

域福祉計画 
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●個別課題２ 政策・方針決定過程への女性の参画

世界経済フォーラムが算出した２０２５年ジェンダーギャップ指数の日本のスコアは、

0.66（118位/148カ国）で、政治参画のスコアはＧ７の中で最下位でした。 

方針決定の段階で様々な視点が加わることにより、活力のある多様性に富んだ社会の

発展につながります。 

多様な意見が反映されるために、政策・方針決定過程への女性の参画拡大を推進します。 

出典：市川市男女共同参画基本計画 第 7次実施計画 年次報告書 

  市川市男女共同参画基本計画 第 8次実施計画 年次報告書 

世界経済フォーラム「グローバル・ジェンダー・ギャップ報告書（2025）」より作成 

26



 

成果指標 

内容 
現状値 

（令和 7年度） 

目標値 

（令和１２年度） 

政策・方針決定過程において、男女共同参画が進ん

でいると思う人の割合 
３８.２％ ４０％ 

◇ 施策の方向性

(5)市の政策・方針決定過程への女性参画の促進

・政策・方針決定過程における女性の参画を促進するため、そのような役割への女性の

登用が進むような意識啓発や環境づくりに取り組みます。 

(6)企業等における女性の活躍促進

・企業等における方針決定過程への女性の参画を促進するため、情報発信や講座等に

よる意識啓発を図ります。 

行動指標 

内容 現状値 

（令和 7年度） 

目標値 

（令和１２年度） 

各種審議会等における女性委員の割合 
３２.6％ 

（令和７年４月） 
４０％ 

市の管理職における女性職員の割合 
２２.8％ 

（令和７年４月） 
３０％ 

進行管理事業一覧 

事 業 名 ９．各種審議会等への女性委員の積極的な登用の推進 

事業概要 

審議会等において男女がともに参画できるよう、女性委員割合の少ない審議

会等の担当部署に対し、「女性登用を促進するための改善計画書」の提出を求

めるとともに、ヒアリング調査等を行い、個々の事情を踏まえ、改善に向けた取

組を行うことで、女性委員の積極的な登用を促進します。 

指 標 女性登用促進の依頼回数 
現 状 

（令和６年度） 
１回 

目 標 値 

令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 令和１２年度 

１回以上 １回以上 １回以上 １回以上 １回以上 

女活 
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事 業 名 １０．女性職員の管理職登用の促進 

事業概要 

政策・方針決定過程に男女がともに参画することで、バランスの取れた行政サ

ービスを提供できるよう、研修を通じて女性職員のキャリア支援を行うととも

に、管理職を目指しやすい環境づくりを進めます。 

指 標 女性職員向けの研修の実施回数 
現 状 

（令和６年度） 
１回 

目 標 値 

令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 令和１２年度 

１回以上 １回以上 １回以上 １回以上 １回以上 

事 業 名 １１．市職員への男女共同参画に関する研修等の実施 

事業概要 

市職員が男女共同参画の意識を持ち、個性と能力を活かした質の高い行政サ

ービスを提供できるよう、市職員を対象とした男女共同参画に関する研修等

を実施します。 

指 標 
市職員への男女共同参画に関する研修等の

実施回数 

現 状 

（令和６年度） 
１回 

目 標 値 

令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 令和１２年度 

１回以上 １回以上 １回以上 １回以上 １回以上 

事 業 名 １．男女共同参画情報の収集と周知・啓発 

事業概要 ２０ページ掲載 
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関連事業一覧 

事業名 

【所管課】 
事業概要 関連計画 

（関連 2４） 

女性の職業生活における 

活躍の推進 

【人事課】 

女性活躍推進法の成立を受け、市女性職員の

職業生活における活躍を推進するため、女性

の登用を積極的に行い、仕事と家庭の両立支

援や長時間勤務の削減に努めます。 

〇第三次市川市女

性職員の活躍の推

進に関する特定事

業主行動計画 

（関連２５） 

女性管理職登用に向けた 

参画機会の環境整備 

【義務教育課】 

学校運営の各分野において、意欲と能力のあ

る女性に機会を提供します。 
－ 

（関連２６） 

特定創業支援 

【商工課】 

産業競争力強化法に基づき、地域での創業を

促進させるため、商工会議所や大学などの関

係機関と連携して市内での創業支援の取組を

強化します。 

〇創業支援等事業

計画 

（関連２７） 

起業・経営支援 

【商工課】 

市内の起業予定者や経営者に対して、個別相

談やセミナー、女性起業塾を実施し、 起業しや

すく、また経営の安定化を図ることができる環

境づくりを行います。 

〇創業支援等事業

計画 

（関連２８） 

選挙啓発出前授業の実施 

【選挙管理委員会事務局】 

主権者教育を補完するという観点から選挙啓

発出前授業を行い、未来の有権者である子ど

もたちが、政治や選挙の大切さを理解すること

で、若年層の政治・選挙に対する意識の向上を

図ります。 

－ 
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●個別課題３ 防災・復興における男女共同参画

南海トラフ地震、首都圏直下型地震の３０年以内の発生率はそれぞれ６０～９０％程度、

７０％程度と高い数値が予想されています。 また、近年は台風等による風水害も増加し

ています。 

東日本大震災や令和６年能登半島地震において課題となった避難所運営や復興につい

て、 男女がともに検討していくことで、災害時の困難をより軽減させることができます。 

市川市では、女性の視点から、災害への備えや災害発生後の避難所運営等について検

討するため、「防災女性プロジェクト（BJ☆プロジェクト）」による活動を行っています。 

こういった取組みを継続することに加え、自主防災組織や庁内の防災会議といった場に

おいて、女性の割合を増やす等、防災・復興における男女共同参画に取り組んでいきます。 
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成果指標 

内容 
現状値 

（令和 7年度） 

目標値 

（令和１２年度） 

女性が安心して避難できる環境になっていると思う

人の割合 
４８％（参考） ＋５％ 

◇ 施策の方向性

(7)防災・復興における男女共同参画の視点の強化

・女性が安心して避難することができる環境を整えるため、避難所運営への女性の視点

の反映に努めます。 

・視野の広い効果的な防災・復興体制を構築するため、防災会議等における女性の割合

増加に努めます。 

行動指標 

内容 
現状値 

（令和 7年度） 

目標値 

（令和１２年度） 

防災会議の女性委員の割合 
１１.８％ 

（令和７年４月） 
１５％ 

進行管理事業一覧 

事 業 名 １２．避難所運営等における男女共同参画の視点の反映 

事業概要 
防災・復興の現場において男女がともに参画し、安全安心な避難所運営や効果

的な防災・復興体制を構築できるよう、女性の視点の反映に取り組みます。 

指 標 啓発等の回数 
現 状 

（令和６年度） 
１回 

目 標 値 

令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 令和１２年度 

１回以上 １回以上 １回以上 １回以上 １回以上 
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事 業 名 １．男女共同参画情報の収集と周知・啓発（再掲） 

事業概要 ２０ページ掲載 

事 業 名 ９．各種審議会等への女性委員の積極的な登用の推進（再掲） 

事業概要 ２７ページ掲載 

関連事業一覧 

事業名 

【所管課】 
事業概要 関連計画 

（関連２９） 

防災女性プロジェクトの実

施 

【危機管理課】 

女性の視点から災害への備えや災害発生後の

避難所運営及び被災者支援のあり方、復旧対

策等に関して検討します。防災関連の講話等

で、女性の視点に立った危機管理対策につい

ての啓発活動を行っています。 

〇市川市地域防災

計画（震災編） 

（関連 3０） 

和洋女子大学との 

「防災・減災女性リーダー養

成講座」の共催 

【地域防災課】 

大学が開講する「防災・減災女性リーダー養成

講座」に協力し講座を行います。 

〇市川市地域防災

計画（震災編） 

（関連 3１） 

女性消防クラブ活動の支援 

【消防局警防課】 

一般家庭からの火災を防止し、地域における女

性防災リーダーの育成を図ることを目的に結

成された女性消防クラブに補助金を支出し、各

種訓練や研修、救命講習を通じ、災害時の適正

な対応ができるよう支援します。 

― 

（関連 3２） 

地域における防災リーダー

の育成 

【地域防災課】 

地域防災リーダーの育成を行います。 
〇市川市地域防災

計画（震災編） 
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事業名 

【所管課】 
事業概要 関連計画 

（関連３３） 

小学校区防災拠点協議会

の設置推進 

【地域防災課】 

災害時、現地対応の拠点となる小学校区防災

拠点を整備するため、地域住民、関係団体等で

組織する小学校区防災拠点協議会の設置を推

進します。男女双方の意見を出し合いながら減

災に向けた活動を行います。 

〇市川市地域防災

計画（震災編） 

（関連 3４） 

防災教育推進 

【指導課】 

東日本大震災等の教訓を生かすため、３月１１

日を「防災教育の日」として制定し、防災意識を

高めるための教育を推進します。 

〇第４期市川市教

育振興基本計画 

（関連 3５） 

外国人等の要配慮者への

対策 

【地域防災課】 

日本語を十分に理解できない外国人（訪日外

国人旅行者含む。）に対し、災害時における安

否確認や避難誘導策が円滑に行われるよう、

避難案内板の整備や外国人を含めた防災訓

練・防災教育の実施等の対策を行います。 

〇市川市地域防災

計画（震災編） 
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基本目標Ⅱ  暴力で苦しむことのない社会の実現 

男女共同参画社会の実現には、暴力のない安全安心な生活の基盤を整え、一人ひとり

が力を発揮できるようにすることが不可欠となります。 

そのためには、いかなる暴力も許さない社会づくり等の予防的な面と、被害者等の支援

の面との両方からの対策・支援が必要です。市では、２０１１（平成２３）年より「配偶者暴力

相談支援センター」の機能を有し、女性に対する暴力の根絶や相談支援体制の強化に取り

組んでいます。 

すべての人が暴力で苦しむことのない社会を目指し、暴力防止に向けた意識啓発や被

害者等への相談支援等を実施してまいります。 

●個別課題４ 暴力を許さない社会の実現

市民アンケートにおいて、「どのような暴力をＤＶと認識するか」について質問したとこ

ろ、「身体的暴力」は９８．４％であったのに対し、「社会的暴力」は８９．４％にとどまるなど、

ＤＶに対する認識にばらつきがありました。 

男女ともに正しい知識を身につけ、これまで無自覚であったＤＶ被害やＤＶ加害につい

て認識することは、暴力による苦しみを根絶することにつながります。 

ＤＶ防止に向けた啓発活動を行う等、暴力を許さない社会の実現を目指します。 

 

出典：市川市男女共同参画に関する市民意識調査報告書 

身体的暴力：殴る、蹴る等、直接身体を傷つける行為 

精神的暴力：心無い言動等により、相手の心を傷つける行為 

経済的暴力：生活費を渡さないなど、経済的に苦しめる行為 

性的暴力  ：性的行為を強要する、避妊に協力しないなどの行為 

社会的暴力：人間関係を制限する、外出させないなどの行為 

34



 

成果指標 

内容 
現状値 

（令和 7年度） 

目標値 

（令和１２年度） 

いかなる理由があっても暴力は許されないものだと

考える人の割合 
９５.１％ １００％ 

◇ 施策の方向性

(8)あらゆる暴力の防止に向けた基盤づくり

・暴力を許さない意識の醸成や無意識による暴力を防止するため、講座等の開催により、

正しい知識の周知・啓発を行います。 

行動指標 

内容 
現状値 

（令和 7年度） 

目標値 

（令和１２年度） 

身体（精神、金銭、性、社会）的な暴力を DVと思う人

の割合 
平均９１.９％ ９５％ 

DVを受けたことのある人の割合（１年以内） ２.４％ １％ 

進行管理事業一覧 

事 業 名 １３．ＤＶ等暴力の根絶に向けた啓発活動 

事業概要 

「女性に対する暴力をなくす運動（内閣府）」に併せた取組として、毎年１１月を

ＤＶ根絶強化月間と位置づけます。様々な世代に向けた講座の開催等により 

ＤＶ防止や、性暴力・性被害防止に関する啓発活動を行います。 

指 標 講座等啓発の回数 
現 状 

（令和６年度） 
８回 

目 標 値 

令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 令和１２年度 

８回以上 ８回以上 ８回以上 ８回以上 ８回以上 

ＤＶ 

35



 

事 業 名 １４．デートＤＶ、ストーカーの予防啓発 

事業概要 
教育委員会や学校と連携し、生徒や学校の教職員を対象に、デートＤＶやストー

カーの予防啓発に取り組みます。

指 標 啓発等の実施校数 
現 状 

（令和６年度） 
４２校 

目 標 値 

令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 令和１２年度 

４２校以上 ４２校以上 ４２校以上 ４２校以上 ４２校以上 

事 業 名 １５．ＤＶと児童虐待の関連性に関する周知・啓発 

事業概要 児童虐待関係部署と協働・連携し、講座等による周知・啓発を行います。 

指 標 啓発等の回数 
現 状 

（令和６年度） 
１回 

目 標 値 

令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 令和１２年度 

１回以上 １回以上 １回以上 １回以上 １回以上 

事 業 名 １６．犯罪被害者等支援に関する啓発 

事業概要 
犯罪被害者等が置かれている状況や二次被害防止の重要性について、市民等

の理解を深めることができるよう、啓発活動等を講じます。 

指 標 リーフレットの配付箇所数
現 状 

（令和６年度） 
― 

目 標 値 

令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 令和１２年度 

１０箇所以上 １０箇所以上 １０箇所以上 １０箇所以上 １０箇所以上 

事 業 名 ２．人権教育の実施（後掲） 

事業概要 ４７ページ掲載 
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事 業 名 ３．人権に関する周知・啓発（後掲） 

事業概要 ４７ページ掲載 

関連事業一覧 

事業名 

【所管課】 
事業概要 関連計画 

（関連３６） 

青少年有害図書の地域で

の見回り 

【教育センター】 

市川市少年補導員によるパトロール等の活動

の際に、書店等における有害と思われるチラ

シ・ポスターの撤去依頼を行います。

〇第４期市川市教

育振興基本計画 

（関連３７） 

妊婦等包括相談支援 

【こども家庭相談課】 

妊婦・その配偶者等に対して、面談等の実施に

より、必要な情報提供や相談に応じるととも

に、ニーズに応じて必要な支援につなげる伴走

型相談支援を行います。 

〇市川市こども計

画 

（関連３８） 

要保護児童への支援 

【こども家庭相談課】 

要保護児童等へ適切な支援を実施するため、

課題や関係機関の情報を共有し、支援内容の

協議や進行管理を行うなどして連携強化を図

ります。 

〇市川市こども計

画 
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●個別課題５ 被害者等支援の充実

ライフスタイルの変化や社会状況の変化に伴い、女性の悩みや困りごとも多岐にわたっ

ています。女性のための相談窓口を開設し、相談者自らが解決方法を見つけられるよう支

援します。 

「どのようなときにＤＶ相談窓口に相談すればいいか知っている」と回答した方は、１割

程度となっています。 

ＤＶ相談窓口や支援機関についての認知が広がることは、困っている方の早期の発見や 

適切な支援につながります。 

女性のためのあらゆる相談で悩みに寄り添うとともに、窓口の周知を行うほか、相談員

の質を確保するため、定期的な研修の実施等、支援の充実を図ります。 

成果指標 

内容 
現状値 

（令和 7年度） 

目標値 

（令和１２年度） 

暴力を受けた時、どこに相談すればよいか知ってい

る人の割合 
７４.３％ ８０％ 

出典：令和６年度ＤＶに関するアンケート 
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◇ 施策の方向性

(9)被害者等支援と相談業務体制の充実

・被害者等が暴力の苦しみから解放されるよう、各種支援を行います。

・被害者等が適切な支援を受けられるよう、相談窓口の周知を行います。

・質の高い被害者等支援を目指し、担当職員のスキルアップや相談業務体制の充実等、

適正な制度の運用に努めます。 

(10)関係機関・関係部署との連携

・各種制度を効果的に活用するため、関係機関や関係部署との日常的な連携や情報

共有に努めます。 

・円滑な被害者等支援につなげるため、関係機関が集まる会議を実施し、連携強化を

図ります。 

行動指標 

内容 
現状値 

（令和 7年度） 

目標値 

（令和１２年度） 

DV を受けたことのある人のうち、窓口に相談をし

た人の割合 
２０.８％ ２５％ 

進行管理事業一覧 

事 業 名 １７．女性相談支援 

事業概要 

市内にいる女性を対象に、相談者自身が悩みの本質に気づき、解決方法を見

つけることができるよう、問題解決に向けた相談に対応します。必要に応じ、生

活再建に向けた訪問・同行支援を行います。 ※支援フロー P.56 

報 告 女性相談の新規相談件数 
現 状 

（令和６年度） 
３０４件 

ＤＶ 
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事 業 名 １８．女性弁護士による無料法律相談 

事業概要 
別居や離婚などにおける法的支援についての助言が必要な女性を対象に、 

女性弁護士が無料の法律相談を実施します。 

報 告 無料法律相談の利用件数 
現 状 

（令和６年度） 
７３件 

事 業 名 １９．犯罪被害者等への支援 

事業概要 

犯罪被害者等が直面している様々な問題について相談に応じ、必要な情報の

提供や助言、見舞金の支給等を行います。また、必要に応じて関係機関との 

連絡調整を行います。 

報 告 犯罪被害者等の相談件数 
現 状 

（令和６年度） 
― 

事 業 名 ２０．緊急一時保護対応 

事業概要 
安全確保の緊急対応が必要な場合は、一時保護施設等に依頼し、ＤＶ被害者 

及び同伴者の一時保護にかかる支援を行います。 

報 告 緊急一時保護の対応件数 
現 状 

（令和６年度） 

７件 

（避難件数） 

事 業 名 ２１．ＤＶ相談証明書等の発行と保護命令申し立てにおける助言等の支援 

事業概要 

児童手当の受給者変更、保険の離脱・加入等のために必要なＤＶ相談証明書や

住民基本台帳の閲覧制限のための確認書などを発行します。 

また、保護命令の申立てや申立書の記載方法についての助言や支援を行いま

す。 

報 告 ＤＶ相談証明書の発行件数 
現 状 

（令和６年度） 
８８件 
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事 業 名 ２２．相談窓口の周知活動 

事業概要 

女性相談窓口の周知のため、案内カードを関係部署の窓口等に設置します。 

また、外国人への周知として、５ヶ国語（英語・中国語・スペイン語・ベトナム語・

韓国語）に対応した案内カードを設置します。 

困りごとの解決に適した窓口にたどりつけるよう、他機関の窓口周知も併せて

行います。 

指 標 案内カード設置箇所数 
現 状 

（令和６年度） 
７９箇所 

目 標 値 

令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 令和１２年度 

７９箇所以上 ７９箇所以上 ７９箇所以上 ７９箇所以上 ７９箇所以上 

事 業 名 ２３．ケース検討会議の実施 

事業概要 
支援が困難なケースや危険度の高いケース等の情報共有および支援方法の 

検討を行い、相談体制の強化を図ります。 

指 標 会議実施回数 
現 状 

（令和６年度） 
４８回 

目 標 値 

令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 令和１２年度 

４８回以上 ４８回以上 ４８回以上 ４８回以上 ４８回以上 

事 業 名 ２４．スキルアップのための研修への参加・実施 

事業概要 

相談にきめ細やかに対応するため知識の習得、各種制度の理解など、担当職

員のスキルアップを図るため、国や県等の研修等への積極的な参加を進めま

す。 

また、相談対応時の基本的態度や心得、困難事例への対応方法、対応職員のセ

ルフケアなど、状況に合わせた研修を実施し、関係機関や関係部署にも参加を

促します。 

指 標 研修の受講回数 
現 状 

（令和６年度） 
１０回 

目 標 値 

令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 令和１２年度 

１０回以上 １０回以上 １０回以上 １０回以上 １０回以上 

41



 

事 業 名 ２５．相談者の転入出にかかる自治体等との情報連携 

事業概要 
継続的な自立支援の一つとして、ＤＶ被害者とその家族の状況に応じ、居住す

る自治体等と情報連携を行います。 

報 告 相談者別関係機関実件数 
現 状 

（令和６年度） 
― 

事 業 名 ２６．関係機関・関係部署との連携と情報発信 

事業概要 

ＤＶ被害者がスムーズに生活再建できるよう、必要に応じて関係機関・関係部

署と情報連携を行います。また、関係機関等に加害者の追及がある場合には、

対応についての助言を行います。 

ＤＶ被害者を発見した場合、速やかに相談窓口を案内できるよう関係部署の職

員に向けて「ＤＶとは何か」、「被害者を発見したときの対応方法」などがわかる

よう啓発を実施します。                    ※ 連携図 P.58 

報 告 こども関係部署と連携した件数（延べ件数） 
現 状 

（令和６年度） 
１１１件 

事 業 名 ２７．家庭等における暴力等対策ネットワーク会議等の実施 

事業概要 

ＤＶ、児童虐待、高齢者虐待、障害者虐待等の家庭等における様々な暴力に対

応するため、関係機関で構成されるネットワークの代表者会議を開催し、情報

の共有化を図ることで組織間の連携を強化します。 

また、ＤＶ被害者支援のため、関係機関・関係部署との個別ケースの支援方針

の確立、支援の経過報告及びその評価を行い、新たな情報を共有することを目

的とした会議を開催します。                  ※ 体系図 P.５９ 

指 標 ネットワーク会議への出席機関数
現 状 

（令和６年度） 
２２機関 

目 標 値 

令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 令和１２年度 

２２機関以上 ２２機関以上 ２２機関以上 ２２機関以上 ２２機関以上 
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関連事業一覧 

事業名 

【所管課】 
事業概要 関連計画 

（関連３９） 

利用者支援 

(こども家庭センター型) 

【こども家庭相談課】 

母子保健と児童福祉の一体的な相談・支援、児

童虐待の通告窓口としての相談対応、情報提

供や関係機関への連絡調整等を行い、ニーズ

に応じた支援内容を提供します。 

〇市川市こども計

画 

（関連 4０） 

障害者虐待の防止及び障

害を理由とする差別の解消

に関する会議の実施 

【障がい者支援課】 

障害者虐待の防止及び障がいを理由とする差

別の解消を図るために関係機関及び地域の関

係者を交えて必要な協議を行います。 

〇第5次いちかわ

ハートフルプラン

（関連 4１） 

障害者虐待防止対策支援 

【障がい者支援課】 

市川市障害者虐待防止センターと連携を図り、

障害者虐待の相談・通報対応、事実確認調査 

および事案への支援対応などを行います。 

― 

（関連 4２） 

高齢者等総合相談 

【地域包括支援課】 

高齢者虐待、成年後見制度利用促進等に関す

る相談を行います。 

〇第9期市川市高

齢者福祉計画・介

護保険事業計画 

（関連 4３） 

権利擁護の支援 

【地域包括支援課】 

高齢者虐待防止と養護者支援のための高齢者

虐待の防止に関する会議を開催します。 

その他に、弁護士、精神科医による相談事業も

実施します。 

〇第9期市川市高

齢者福祉計画・介

護保険事業計画 
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基本目標Ⅲ  すべての人がいきいきと暮らせる社会の実現 

 

 

男女間の性差や年齢、国籍、性的指向・性自認、障がい、貧困などを理由に、社会的困難

に直面する例が多くあります。 

すべての人の人権が尊重され、多様な個性を認め合うことは、一人ひとりが力を発揮で

きるいきいきとした生活には不可欠です。 

また、心身ともに健康な状態を保つことは、男女ともに様々な場面で活躍することに 

つながります。 

このようにすべての人がいきいきと暮らせる社会の実現を目標とし、各種取組や関係

機関との連携に努めてまいります。 

 

 

●個別課題６ 多様性を認め合う社会の実現 

 

性別を問わず、パートナーシップの関係にあることを届け出ることのできる「パートナー

シップ制度」を導入している自治体は、２０２５年５月末現在、全国で 500 を超えています。 

一人ひとりが多様性を認め合うことができれば、あらゆる人が暮らしやすさを感じるこ

とにつながります。 

LGBTQ+の方をはじめ、外国人、高齢者、子ども、障がい者等、すべての人がいきいき

と暮らせる社会の実現に向け、 取組を進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
出典：市川市ダイバーシティ推進課 届出件数集計表 
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成果指標 

内容 
現状値 

（令和 7年度） 

目標値 

（令和１２年度） 

市川市はすべての人が安心して暮らせるまちだと 

考える人の割合 
６７.５％ ７０％ 

 

 

 

◇ 施策の方向性 

 

(11)ダイバーシティに関する理解促進 

・すべての人がいきいきと生活できるよう、多様な立場への理解を促進する講座を  

実施します。 

・人の結びつきの様々な形を後押しするため、市川市パートナーシップ・ファミリーシッ

プ届出制度を運用します。 

 

(12)人権の視点からの教育の推進 

・すべての人が尊重される社会を実現するため、市民等の人権意識の啓発につながる 

イベント等を実施します。 

 

 

行動指標 

内容 現状値 

（令和 7年度） 

目標値 

（令和１２年度） 

パートナーシップ届出件数 ３０件 ３０件以上 

LGBTQ＋への理解が大変深まったと回答した講座

受講者の割合 
７４％（参考） ＋５％ 
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進行管理事業一覧 

事 業 名 ２８．ＬＧＢＴＱ＋に関する理解促進 

事業概要 

ＬＧＢＴＱ＋に対する理解不足や偏見をなくし、すべての人が個人として尊重さ

れ、誰もが暮らしやすいまちとなるよう、ＬＧＢＴＱ＋に関する正しい情報の提

供や理解促進のための啓発を行います。 

指 標 啓発活動の回数 
現 状 

（令和６年度） 
６回 

目 標 値 

令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 令和１２年度 

６回以上 ６回以上 ６回以上 ６回以上 ６回以上 

 

 

事 業 名 ２９．市川市パートナーシップ・ファミリーシップ届出制度の運営 

事業概要 

すべての人の人権が尊重され、性自認や性的指向に関わらず、誰もが自分らし

く生きることができる社会を実現するため、パートナーシップ・ファミリーシッ

プ届出制度の運営を行います。 

指 標 制度の周知団体数 
現 状 

（令和６年度） 
６団体 

目 標 値 

令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 令和１２年度 

６団体以上 ６団体以上 ６団体以上 ６団体以上 ６団体以上 

 

 

事 業 名 ３０．多様性に配慮した表現の促進 

事業概要 
一人ひとりの人権を尊重し、多様性を認め合う社会を実現するため、発行物等

における多様性に配慮した表現を促進します。 

指 標 
市職員への多様性に配慮した表現に関する

情報発信の回数 

現 状 

（令和６年度） 
― 

目 標 値 

令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 令和１２年度 

１回以上 １回以上 １回以上 １回以上 １回以上 
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事 業 名 ２．人権教育の実施 

事業概要 

人権擁護委員と連携し、主に未就学児から中学生の人権意識の高揚を図るた

め、幼稚園や小学校（人権教室）、中学校（人権講演会）における人権啓発活動

を実施します。 

指 標 小学校における人権教室の実施校数 
現 状 

（令和６年度） 
３９校 

目 標 値 

令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 令和１２年度 

３９校 ３９校 ３９校 ３９校 ３９校 

 

 

事 業 名 ３．人権に関する周知・啓発 

事業概要 

年齢や国籍、性的指向・性自認、障がいなどの属性に関連する人権問題が解消

されるとともに、すべての人の人権が尊重されるよう、イベントの実施等を通

じた周知啓発を行います。 

指 標 イベントを通じた啓発回数 
現 状 

（令和６年度） 
２回 

目 標 値 

令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 令和１２年度 

２回以上 ２回以上 ２回以上 ２回以上 ２回以上 

 

 

関連事業一覧 

事業名 

【所管課】 
事業概要 関連計画 

（関連 4４） 

多文化共生推進 

【国際交流課】 

こどもたちの異文化理解を促進するため、市内

小学校において多文化共生出前講座を行いま

す。また、在住外国人への日本語学習支援強化

のため、日本語ボランティア講師を養成するた

めの研修を行います。 

― 

（関連 4５） 

海外都市交流の推進 

【国際交流課】 

姉妹・友好都市及びパートナーシティとの間に

おける市民や青少年同士の交流を深めるた

め、各都市との様々な交流事業を行います。 

― 
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事業名 

【所管課】 
事業概要 関連計画 

（関連 4６） 

国際理解教育の推進 

【指導課】 

国際社会においてグローバルな視点に立って、

主体的に行動するために必要な態度や能力を

育むため、異文化理解等を学ぶ学習機会の充

実を図ります。 

〇第４期市川市教

育振興基本計画 

（関連４７） 

青少年教育国際交流の推

進 

【指導課】 

本市の中学生が海外交流を通して、改めて日

本や郷土市川の伝統と文化を学ぶ機会の充実

を図るとともに、他国を尊重し、異なる文化を

持つ人々と理解し合い、地域でも国際社会でも

活躍できる青少年を育成します。 

― 

（関連４８） 

世代間交流の促進 

【学校地域連携推進課】 

子どもたちの健全育成・コミュニティ作り・生涯

学習社会の創造を目的とし、ボランティアで組

織された１６学校区の実行委員会と委託契約を

結び、遊びを通して子どもたちとの主体的な関

わりによる活動や交流を図ります。 

〇第４期市川市教

育振興基本計画 

（関連４９） 

障がい者に関する理解促進

研修・啓発 

【障がい者支援課】 

障がい者等が日常・社会生活を営む上で生じ

る「社会的障壁」を除去するため、障がい者等

の理解を深めることのできる研修・啓発を行い

ます。 

〇第5次いちかわ

ハートフルプラン 
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●個別課題７ 健やかな生活を続けることができる社会の実現 

 

健やかな生活を続けるために必要なことの１つは、性差に応じた的確な保健・医療を 

享受できる環境を整えることです。ライフステージに沿って心身や環境に様々な変化が起

こりうる各段階での適切な支援を行います。 

また、女性は、性差に起因する困難な問題に直面することがあります。困難な問題を抱

える女性について、既存の支援である女性相談や市川市よりそい支援事業（重層的支援 

体制整備事業）等の事業を活用し、様々な機関と連携しながら支援を行っていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成果指標 

内容 
現状値 

（令和 7年度） 

目標値 

（令和１２年度） 

心身ともに健康と感じている人の割合 ７４.６％ ８０％ 
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◇ 施策の方向性 

 

(13)生活上の困難への支援の充実 

・性差に起因する困難な問題を抱える女性について、心身ともに健康な生活を送る 

ことができるよう、相談窓口の周知や相談業務及び法律相談の実施により支援します。 

 

(14)生涯を通じた健康の管理の意識啓発と情報提供 

・男女ともに継続して活躍することができるよう、健康に関する意識啓発や情報提供を 

行います。 

 

行動指標 

内容 
現状値 

（令和 7年度） 

目標値 

（令和１２年度） 

自殺死亡率（人口１０万人あたりの人口動態調査による

自殺者数） 

１７.４ 

（平成２６～２８

年平均） 

１２.２ 

（令和６～８年

平均） 

健康寿命 

男性 ８２.９４歳 

女性 ８６.０２歳 

（令和３年度） 

平均寿命の増加

分を上回る健康

寿命の増加 

 

進行管理事業一覧 

事 業 名 １７．女性相談支援（再掲） 

事業概要 ３９ページに掲載 

 

事 業 名 １８．女性弁護士による無料法律相談（再掲） 

事業概要 ４０ページに掲載 

 

事 業 名 １９．犯罪被害者等への支援（再掲） 

事業概要 ４０ページに掲載 

困難 
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事 業 名 ２２．相談窓口の周知活動（再掲） 

事業概要 ４１ページに掲載 

 

事 業 名 ２６．関係機関・関係部署との連携と情報発信（再掲） 

事業概要 ４２ページに掲載 

 

関連事業一覧 

事業名 

【所管課】 
事業概要 関連計画 

（関連５０） 

民事一般相談 

【総合市民相談課】 

市民の日常の悩みに応じるため、相談窓口を

設け、解決に向けた支援をします。 
― 

（関連 5１） 

外国人相談窓口 

【国際交流課】 

在日外国人のためのインフォメーションセンタ

ーとして、日常生活や市の行政・施設について

の情報提供など各種の相談に応じます。 

― 

（関連 5２） 

通訳・翻訳ボランティアに

よる活動 

【国際交流課】 

在住外国人が誤解や不安を抱くことなく安心

して暮らせるよう、地域における外国語通訳ボ

ランティアと協力体制の充実を図ります。 

― 

（関連 5３） 

多機関協働の推進 

【地域共生課】 

複雑化・複合化した課題について、調整役を担

い、支援関係機関の役割分担や支援の方向性

の整理、支援の進捗状況等の把握など、支援者

の支援を行います。また、必要に応じて支援関

係機関等と連携しながら相談者本人への直接

的な支援や、相談支援機関の専門職へ助言等

を行います。 

〇第5期市川市地

域福祉計画 

（関連 5４） 

生活困窮支援 

【地域共生課】 

生活困窮者等が自立した生活を送れるよう、自

立相談支援機関にて、離職や収入の減少によ

り住居を喪失するおそれのある方を対象に賃

貸住宅の家賃を支給する住居確保給付金の申

請受付など、各種相談・支援を実施します。 

〇第5期市川市地

域福祉計画 
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事業名 

【所管課】 
事業概要 関連計画 

（関連 5５） 

高齢者サポートセンターに

よる支援 

【地域包括支援課】 

高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らして

いけるよう、社会福祉士、主任ケアマネージャ

ー、保健師などの専門職が健康や介護の相談

など、様々な面から支援を行います。 

〇第9期市川市高

齢者福祉計画・介

護保険事業計画 

（関連５６） 

認知症サポーター等養成 

【地域包括支援課】 

認知症の人を正しく理解した認知症の人への

応援者である認知症サポーターを養成する講

座への参加を地域住民等に広く呼びかけます。

また、高齢者と接する様々な職場や小中学校

での開催を強化し、認知症の人を地域全体で

支えられる体制を整えていきます。 

〇第9期市川市高

齢者福祉計画・介

護保険事業計画 

（関連５７） 

市川市地域見守り活動に 

関する協定 

【地域包括支援課】 

孤立死・孤独死等を未然に防止することを目的

として、平成２５年１１月に各種民間事業所と取

り交わした「市川市地域見守り活動に関する協

定書」に基づき、事業者より通報があった場合

に安否確認を行います。 

〇第9期市川市高

齢者福祉計画・介

護保険事業計画 

（関連５８） 

障害者相談支援 

【障がい者支援課】 

障がい者等の福祉に関する様々な相談に応

じ、情報提供や助言を行うとともに、関係機関

と連携を図りながら、障がい者の福祉サービス

利用や権利擁護に関する支援を行います。 

〇第5次いちかわ

ハートフルプラン 

（関連５９） 

ひとり親相談 

【子育て給付課】 

ひとり親家庭の生活や就労に関して、母子・父

子自立支援員が相談に応じ、自立に向けた支

援を行います。 

― 

（関連６０） 

産後ケア 

【こども家庭相談課】 

利用者の状況や希望に合わせ、母親の身体的

ケアや授乳の指導、心理的ケア、育児手技等の

具体的指導や相談、休息等の産後ケア(宿泊

型・デイサービス型・訪問型)を実施します。 

〇市川市こども計

画 

（関連６１） 

ひとり親世帯に対する市営

住宅の加点措置 

【市営住宅課】 

市営住宅の入居募集において、ひとり親世帯

に住宅困窮度の加点をすることで、入居の可能

性を広げ、住宅確保の支援を行います。 

― 

（関連６２） 

母子・父子自立支援プログ

ラム策定支援 

【子育て給付課】 

児童扶養手当受給者等が就労を希望する場

合、市のプログラム策定員が面接に応じ就労支

援プログラムを策定し、自立を支援します。 

― 
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事業名 

【所管課】 
事業概要 関連計画 

（関連 6３） 

健康相談 

【保健センター健康支援課】 

電話及び所内面接により、ライフサイクルに応

じた心身の健康に関する個別の相談に応じ、必

要な指導及び助言を行います。 

〇市川市健康増進

計画 健康いちか

わ２１（第３次）※

R8開始予定 

（関連 6４） 

自殺対策の推進 

【保健センター健康支援課】 

本市の自殺・自殺未遂の実態に応じた効果的

な自殺対策を展開し、自殺者数・自殺未遂者数

の減少を図ります。また、相談対応、研修や講

座開催などにより、こころの健康に関する知識

の普及・啓発を図ります。 

〇いのち支えるい

ちかわ自殺対策計

画（第 3次） 

（関連 6５） 

乳幼児期における健康教育

および育児相談 

【こども家庭相談課】 

妊娠期から子育て期にわたる健康教育および

育児相談を実施することにより、保護者が見通

しを持った育児を実施することで、育児不安の

軽減につなげます。 

〇市川市こども計

画 

〇市川市健康増進

計画 健康いちか

わ２１（第３次）※

R8開始予定 

（関連６６） 

乳児家庭全戸訪問 

【こども家庭相談課】 

出生連絡票をもとに、新生児及び１～２か月児

のいる家庭への全戸訪問を実施し、個別ある

いは家庭のニーズに応じた相談・支援を行いま

す。 

〇市川市こども計

画 

〇市川市健康増進

計画 健康いちか

わ２１（第３次）※

R8開始予定 

（関連６７） 

特定健康診査等の実施 

【保健センター健康支援課】 

各種がん検診や肝炎ウイルス検診を実施しま

す。また、４０歳以上の国民健康保険被保険者

に対し特定健康診査、千葉県後期高齢者医療

被保険者及び４０歳以上の生活保護受給者に

対し特定健康診査に準ずる健康診査を実施し

ます。 

〇市川市健康増進

計画 健康いちか

わ２１（第３次）※

R8開始予定 

（関連６８） 

生涯スポーツイベントの充

実 

【スポーツ推進課】 

現在行われている「みんなでスポーツ」、「ラグ

ビーフェスティバル」、「ツーデーマーチ」といっ

たイベントのＰＲの促進や内容を充実させ、参

加者の増加を図ります。 

〇第2期市川市ス

ポーツ推進計画 
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５ 指標一覧

<成果指標＞ 
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＜行動指標＞ 
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成果指標の現状値 引用元一覧 

成果指標の内容 現状値の引用元 

希望するワーク・ライフ・バランスで生活を送

れていると思う人の割合 

市川市男女共同参画にかかる基本的な計画

についてのアンケート（令和７年１２月１０日

～１２月２１日） 

政策・方針決定過程において、男女共同参画

が進んでいると思う人の割合 

市川市男女共同参画にかかる基本的な計画

についてのアンケート（令和７年１２月１０日

～１２月２１日） 

女性が安心して避難できる環境になってい

ると思う人の割合 

小学校区防災拠点協議会避難所開設運営訓

練における男女共同参画についてのアンケ

ート（令和７年度実施） 

いかなる理由があっても暴力は許されない

ものだと考える人の割合 

市川市男女共同参画にかかる基本的な計画

についてのアンケート（令和７年１２月１０日

～１２月２１日） 

暴力を受けた時、どこに相談すればよいか

知っている人の割合 

市川市男女共同参画にかかる基本的な計画

についてのアンケート（令和７年１２月１０日

～１２月２１日） 

市川市はすべての人が安心して暮らせるま

ちだと考える人の割合 

市川市男女共同参画にかかる基本的な計画

についてのアンケート（令和７年１２月１０日

～１２月２１日） 

心身ともに健康と感じている人の割合 市川市男女共同参画にかかる基本的な計画

についてのアンケート（令和７年１２月１０日

～１２月２１日） 
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行動指標の現状値 引用元一覧 

行動指標の内容 現状値の引用元 

男女共同参画に関連する講座やイベント等

に参加し、生活を見直そうと思った人の割合 

令和７年度に実施した男女共同参画に関連

する講座における参加者アンケート 

男女共同参画に関連する講座への男性の参

加割合 

令和７年度に実施した男女共同参画に関連

する講座における参加者データ 

「配偶者出産休暇」又は「男性の育児参加休

暇」を合計して５日以上取得した、取得対象

となる市の男性職員の割合 

第６次市川市役所次世代育成支援行動計画 

「年次休暇」の取得が、１０日以上の市職員の

割合 

第６次市川市役所次世代育成支援行動計画 

各種審議会等における女性委員の割合 市川市集計データ（令和７年４月１日時点） 

市の管理職における女性職員の割合 市川市集計データ（令和７年４月１日時点） 

防災会議の女性委員の割合 市川市集計データ（令和７年４月１日時点） 

身体（精神、金銭、性、社会）的な暴力をＤＶ

と思う人の割合 

市川市男女共同参画にかかる基本的な計画

についてのアンケート（令和７年１２月１０日

～１２月２１日） 

DVを受けたことのある人の割合（１年以内） 市川市男女共同参画にかかる基本的な計画

についてのアンケート（令和７年１２月１０日

～１２月２１日） 

DV を受けたことのある人のうち、窓口に相

談をした人の割合 

市川市男女共同参画にかかる基本的な計画

についてのアンケート（令和７年１２月１０日

～１２月２１日） 

パートナーシップ届出件数 市川市ダイバーシティ推進課集計データ 

（令和６年度） 

LGBTQ+への理解が大変深まったと回答

した講座受講者の割合 

令和７年度に実施した LGBTQ+に関連す

る講座における受講者アンケート 

自殺死亡率（人口１０万人あたりの人口動態

調査による自殺者数） 

いのち支えるいちかわ自殺対策計画(第３

次) 

健康寿命 千葉県の市町村「令和３年度平均寿命・健康

寿命の状況」 
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　被害者等支援フロー図

情報収集 と 状況確認分析

１．住基での確認

氏名・生年月日

住所・家族構成・国籍

２．本人同意のもと、関

係機関等から情報収

集・連携

〇国保加入状況・

手続方法

〇年金加入状況・

手続方法

〇児童手当・児童

扶養手当情報・手

続方法

〇同伴児の転校・

転園等手続方法

〇相談歴の有無や

支援方針の共有

《緊急度アセスメント》

相 談

女性相談支援員・ＤＶ相談担当職員等

相
談
窓
口

庁内関係部署 民生委員

市民
学校、保育園

幼稚園等

医療関係者警察

親族・知人

●生活保護

●同伴児に関する支援

（転校・転園等）

●ＤＶ相談証明書の発行

●保護命令申立

●法律相談

別居

・市川市に避難してきた人

・同居を続ける人 等

●法律相談

●情報提供

継続的支援

（生活継続）

支援の主な

パターン

●同行支援

●住居確保支援

●生活保護

●同伴児に関する支援

（転校・転園等）

●保護命令申立

●保険関係支援

●避難先引継ぎ

一時保護

個別ケース検討会議

意 思
決 定

現状の
認 知相 談

高

低

一時保護

別居に向けて

中長期支援

同居しながら

多角的支援

安全対策

本人の意思に

基づき情報提供

〇 周知カードを庁内関係

窓口等に配布

〇 ＤＶ根絶強化月間の
実施

〇 学校の生徒や教職員へ
デートＤＶとストーカー
予防の啓発

〇 関係機関・関係部署
への啓発

ＤＶ等に関する周知・啓発

本 人

必要事項の把握

緊急性の見極め

相 談 窓 口
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P.39 「女性相談支援」における支援フロー 

行政支援

生活支援

司法支援

連携

※ 生活再建できるまで繰り返す

実
行

実 行

連

携

生活再建支援の実行

※関係機関・関係部署との連携

【市川市家庭等における暴力等対策ネットワーク会議】 【市川市ＤＶ被害者の保護及び支援に関する会議】

同伴児のための関係部

署・関係機関との連携

同伴児に関する支援

就学等支援

生活再建支援

就労支援

・千葉地方法務局市川支局

・千葉県市川警察署、千葉県行徳警察署

・市川児童相談所

・千葉県女性サポートセンター

・市川健康福祉センター

・中核地域生活支援センターくらっち

・市川市社会福祉協議会

・市川市自立支援協議会

・市川市医師会

・市川市歯科医師会

・市川市介護支援専門員協議会

・市川人権擁護委員協議会

・市川市民生委員児童委員協議会

・市川市青少年相談員連絡協議会

・千葉県弁護士会京葉支部

・市川市及び市川市教育委員会関係部署

・千葉県市川警察署、千葉県行徳警察署
・市川児童相談所
・千葉県女性サポートセンター
・市川健康福祉センター
・市川市及び市川市教育委員会関係部署
こども家庭相談課、こども施設入園課、
地域包括支援課、障がい者支援課、
生活支援課、健康支援課、義務教育課、
ダイバーシティ推進課

意思決定
の変更

関係機関
・

関係部署

本人の意思
決定に基づく

情報共有

相 談 窓 口

自立 及び
新生活の
再構築
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P.42 「関係機関・関係部署との連携と情報発信」における連携図 

　 　 　 　 　　　　　　　　　　　　　　　　

　 　 　 　

　 　 　

　 　

　 　
　

　 　 　

　
　 　 　 　

　
　

　 　　　　　　　 　 　 　 　
　

　 　
　
　

　

　

　

　

　 　
　 　

　

　

 

　

　　　　　　　

　
　 相

談

【支援内容】
●電話相談、来所相談

●生活再建支援
・住民基本台帳事務における
被害者保護の支援措置に関
する手続き
・ＤＶ相談証明書等の発行
・その他情報提供 等

●保護命令申立の支援 等

●緊急時における被害者の
安全確保
・一時保護施設等の情報提供
・一時保護施設への同行

●関係機関との連絡調整
等

書面の提出

Ｄ Ｖ 被 害 者

市川市配偶者暴力相談支援センターと関係機関等との連携図

○市民等

○民生委員・児童委員
○学校

○幼稚園・保育園
○医療機関

○児童相談所
○他自治体の相談窓口
○民間団体 等

加害者からの
安全確保が必

要な場合

連携

市川市配偶者暴力
相談支援センター
（地域配偶者暴力相談支援

センター）

【支援内容】

●電話相談、来所相談

●生活再建支援

・住民基本台帳事務におけ

る被害者保護の支援措置

に関する手続き

・ＤＶ相談証明書等の発行

・その他情報提供 等

●保護命令申立の支援 等

●緊急時における被害者の

安全確保

・一時保護施設等の情報

提供

・一時保護施設への同行

●関係機関との連絡調整

等

地域で発見

相手方（加害者）
・申立人の配偶者

・元配偶者（事実婚を含む）

等

●相談、カウンセリング
●生活再建支援についての情報提供、助言等

●緊急時の安全確保、一時保護

・一時保護施設の利用についての情報提供、助言等
●保護命令申立等の助言
●関係機関との連絡調整

等

○相談者の一時保護
こども家庭相談課
（こども家庭センター）
生活支援課
障がい者支援課
地域包括支援課

○被害者の生活再建支援
生活支援課
市民課
国保年金課
こども家庭相談課

こども施策課
こども施設入園課
義務教育課

市営住宅課

市の窓口で発見

千

葉

地

方

裁

判

所

保
護
命
令
発
令

保
護
命
令
申
立

連携

警 察

・暴力の制止

・被害者の保護

・被害発生防止の
ため、必要な措置、
援助の申し出に
対する支援

相

談

様
々
な
窓
口

書面の提出

書面の提出

書面の提出

連携

連
携

連
携

相
談

･

依
頼

通 報

案内・誘導
・通報

相

談

発令通知

千葉県女性サポートセンター
（中核的配偶者暴力相談支援センター）

市川健康福祉センター

（地域配偶者暴力相談
支援センター)

連携

連
携

発令通知

発令通知

発令通知

庁内関係部署

関係機関

案内・誘導・通報

連携
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P.43 「家庭等における暴力等対策ネットワーク会議等の実施」における体系図 

【役割】 【参加者】 【開催頻度】 【活動内容】

・支援に係る ・各機関の代表者 ・年１～２回 ①関係機関との連携・協力

環境整備 ・情報交換

・情報の共有化 ②広報・啓発 など

ネットワーク会議（代表者）
【事務局】ダイバーシティ推進課

警察

民生委員

児童委

社会
教育施設

健康福祉
センター

児童
相談所

人権擁護
委員協議

学校・
教育委員会

医療機関 民間団体

法務局
社会福祉
協議会

弁護士会

市役所

高齢者虐待
ネットワーク会議

実務者会議

市川市ＤＶ被害者の保護及び支援に関する会議 障害者虐待
防止・差別解消会議

実務者会議

いちかわ・子ども
人権ネットワーク

要保護児童対策

地域協議会

実 務 者 会 議
【役割】 【活動内容】

・各実務者会議の課題への支援 ①定例的な情報交換

・個別ケースの相互連携な支援 ②代表者会議への報告

市役所内

こども家庭相談課

こども施設入園課

地域包括支援課

障がい者支援課

生活支援課

保健センター健康支援課

義務教育課

課長

主幹

担当職員

担当職員

相談員

市役所内

必要に応じて

個別ケース検討会議 いちかわ・子ども
人権ネットワーク

個別ケース検討会議

障害者虐待
防止・差別解消会議

個別ケース検討会議

個別ケース検討会議
【役割】 【活動内容】

・個別ケースの支援方針や①支援方針の確立

役割分担の確認・調整 ②支援の経過報告及びその評価、新たな情報の共有

＜所管＞
地域包括支援課

外部

必要に応じて

外部

市川警察署

行徳警察署

市川児童相談所

千葉県女性サポートセン

ター

市川健康福祉センター

＜所管＞
ダイバーシティ推進課

＜所管＞
こども家庭相談課

＜所管＞
障がい者支援課

＜所管＞
ダイバーシティ推進課

＜所管＞
こども家庭相談課

＜所管＞
地域包括支援課

＜所管＞
障がい者支援課

女性
サポート
センター

児童福
祉施設

高齢者虐待
ネットワーク会議

虐待ケース会議

市川市家庭等における暴力等対策ネットワーク会議の体系図
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年 世界 国 千葉県 市川市

１９７５
（昭 50）

・国際婦人年世界会議（メキシコ）
・世界行動計画　採択

・総理府に「婦人問題企画推進本
部」、「婦人問題企画推進 本部会議」
設置
・総理府婦人問題担当室　開設

１９７６
（昭  51）

・国際婦人の１０年と宣言（第30
回国連総会）

・「戸籍法」改正

１９７７
（昭 52）

・「国内行動計画」策定（推進本部決
定）
・「国内行動計画前期重点目標」　取
りまとめ発表
・国立婦人教育会館開館

・「千葉県婦人問題行政連絡協議
会」　設置

１９７８
（昭 53）

・「青少年課」を「青少年婦人科」に
改組　婦人班を設置

１９７９
（昭 54）

・「女子差別撤廃条約」　採択（第
34回国連総会）

・各支庁に婦人問題担当窓口を設
置

１９８０
（昭 55）

・「国際婦人の１０年」中間年世界
会議（コペンハーゲン開催）
・「国連婦人の10年後半期行動プ
ログラム」　採択

・「女子差別撤廃条約」に署名 ・婦人広報誌「ちばの婦人」　創刊

１９８１
（昭 56）

・「女子差別撤廃条約」　発効
・「国内行動計画後期重点目標」　策
定（推進本部決定）

・「千葉県婦人施策推進総合計画」
策定
・千葉県青少年婦人会館　開設

１９８２
（昭 57）

・「婦人問題推進のつどい」　開催
・総務部婦人担当室　設置
・勤労福祉センター内に婦人フロ
ア（婦人ホーム）オープン

１９８３
（昭 58）

・「市川市婦人問題協議会条例」
制定
・啓発紙「いぶき」　創刊

１９８５
（昭 60）

・「国連婦人の１０年（最終年）」ナイ
ロビ世界会議（ケニア・ナイロビ）
・「女性の地位向上のためのナイロ
ビ将来戦略」　採択

・「国籍法」、「戸籍法」　改正
・「女子差別撤廃条約」　批准
・「男女雇用機会均等法」　制定

・「婦人問題に関する意識調査」
実施
・「千葉県婦人問題懇話会」　設置

・「婦人行動計画」策定に着手

１９８６
（昭 61）

・「婦人フォーラム」県大会開催
・「千葉県婦人計画」　策定
・「婦人の海外派遣（婦人のつば
さ）」　実施

・市川市婦人問題協議会委員委
託
・「男女平等社会への市川市行動
計画案」を同協議会に諮問

１９８７
（昭 62）

・「西暦２０００年に向けての新国内
行動計画」　策定

１９８８
（昭 63）

・「国際婦人フォーラム」　開催
・「男女平等社会への市川市行動
計画」　決定

１９８９
（平 1）

・「婦人問題に関する意識調査」
実施

・婦人会館（仮）着工

１９９１
（平 3）

・「新国内行動計画（第１次改正）」
策定（推進本部決定）
・「育児休業法」　成立（平成４年施
行）

・「さわやかちば女性プラン」　策
定

・婦人会館（仮）竣工　女性セン
ターとしてオープン

男女共同参画に関する国内外の動き



年 世界 国 千葉県 市川市

１９９２
（平 4）

・内閣官房長官を婦人問題担当大臣
に任命

・「青少年婦人課婦人政策室」を
「青少年女性課女性政策室」と変
更

１９９３
（平 5）

・「女性に対する暴力 の撤廃に関
する宣言」　採択（第48回国連総
会）

・「婦人問題担当大臣」を「女性問題
担当」に変更

・千葉県女性白書「ちば女性のす
がた」　発行
・「女性会館（仮称）開設準備委員
会」　設置
・「男女共同参加型社会に向けて
の県民意識調査」　実施

・「市川市審議会等委員への女性
登用促進要綱」　施行

１９９４
（平 6）

「ジャカルタ宣言」及び「行動計画」
採択

・総理府に「男女共同参画室」 　新
 設・及び「男女共同参画審議会」を新
設 設置
・総理府「婦人問題企画推進本部」
を、内閣「男女共同参画推進本部」に
改組

１９９５
（平７）

・第４回世界女性会議開催（北京）
・「北京宣言」及び「行動綱領」　採
択

・「ILO１５６号条約」　批准
・「育児介護休業法」　改正

・第４回世界女性会議
（NGO フォーラム）派遣事業実施

・「男女平等社会への市川市行動
計画」　改訂
・女性担当室を女性政策課に改
称、同時に女性センター内に移
転

１９９６
（平 8）

・「男女共同参画ビジョン」　答申（男
女共同参画審議会）
・「男女共同参画推進会議
（ えがりてネットワーク）　」発足
・「男女共同参画２０００年プラン」
策定

・「ちば新時代女性プラン」　策定
・千葉県女性センター　開設

・「第４次実施計画」策定

１９９７
（平 9）

・「男女雇用機会均等法」　改正
・「セクシュアル・ハラスメントに対す
るガイド指針」　公表
・「女性問題担当」を「男女共同参画
担当」に変更

１９９８
（平 10）

・男女共同参画基本法策定に向けて
の論点整理の公表

・管理職に対する研修
・セクシュアル・ハラスメント相談
窓口を開設
・職員意識調査実施
・女性大学院開講

１９９９
（平 11）

・「改正男女雇用機会均等法」、「労
働基準法」、「改正育児・介護休業
法」　全面施行
・「男女共同参画社会基本法」　公
布・施行

・「第５次実施計画」策定
・管理職に対する研修

２０００
（平 12）

・国連特別総会「女性２０００年会
議」　開催（ニューヨーク）
「政治宣言」及び「成果文書」採択

・介護保険制度スタート
・「ストーカー規制法」　成立
・「児童虐待防止法」　成立
・「男女共同参画基本計画」　策定

・「青少年女性課女性政策室」から
「男女共同参画課」に改組

・「男女共同参画に関する市民意
識調査」　実施
・「新・行動計画」策定に着手（ 職
員ワーキング・グループ）
・女性センター開館１０周年記念
イベント「ウィズ１０の集い」開催

２００１
（平 13）

・「総理府男女共同参画室」から「内
閣府男女共同参画局」　改組
・「配偶者からの暴力及び被害者の
保護に関する法律（ＤＶ 防止法）」
成立
・内閣官房長官を内閣府設置法第9
条に基づく特命担当大臣「婦人問題
担当大臣」に任命

・「千葉県男女共同参画計画」　策
定

・「市川市男女共同参画行動計画
策定市民会議」による計画原案
の策定
・「市川市暴力被害母子等緊急一
時保護等実施要綱」　制定

２００２
（平 14）

・「千葉県女性サポートセンター」
開設

・育児休業推進優良事務所の表
彰開始
・「市川市男女共同参画基本計
画」　策定

２００３
（平 15）

・「市川市男女平等基本条例」
施行



年 世界 国 千葉県 市川市

２００４
（平 16）

・「配偶者からの暴力及び被害者の
保護に関する法律（ＤＶ 防止法）」
改正

・「男女共同参画社会の実現に向
けての県民意識調査」　実施

２００５
（平 17）

・第４９回国連婦人の地位向上委
員会「北京+１０」　開催

・「男女共同参画基本計画（第２次）」
策定

・「男女共同参画に関する市民意
識調査」　実施

２００６
（平 18）

・「改正男女雇用機会均等法」　改正

・「千葉県ＤＶ防止・被害者支援基
本計画」　策定
・ちば県民共生センター・同東葛飾
センター　開設
・「第2次千葉県男女共同参画基本
計画」　策定

２００７
（平 19）

・「配偶者からの暴力及び被害者の
保護に関する法律（ＤＶ 防止法）」
改正
・「仕事と生活の調和(ワーク・ライ
フ・バランス）憲章」及び「仕事と生
活の調和推進のための行動指針」
策定

・「市川市男女平等基本条例」を
廃止、「市川市男女共同参画社会
基本条例」を新たに施行

２００８
（平 20）

・「市川市男女共同参画基本計画
（改訂版）」　策定
・「市川市男女共同参画基本計画
第3次実施計画」　策定

２０１０
（平 22）

・第５０回国連婦人の地位向上委
員会「北京+１５」　開催

・「仕事と生活の調和（ワーク・ライ
フ・バランス）憲章　行動指針」改正
・「第3次男女共同参画基本計画」
策定

・「第二次市川市役所次世代育成
支援行動計画」　策定
・「市川市次世代育成支援行動計
画（後期計画）」　策定

２０１１
（平 23）

・ジェンダー平等と女性のエンパ
ワーメントのための国連機関(UＮ
Ｗomen)発足

・「第3次千葉県男女共同参画計画
」策定

・「市川市男女共同参画基本計画
第4次実施計画」　策定

２０１２
（平 24）

・「女性の活躍促進における経済活
性化行動計画」　策定

・ちば県民共生センターを千葉県
男女共同参画センターに名称変更

２０１３
（平 25）

・「ストーカー規制法」　改正
・「ＤＶ防止法」　改正

２０１４
（平 26）

・「市川市男女共同参画基本計画
第5次実施計画」　策定

２０１５
（平 27）

・第5９回　国連婦人の地位向上
委員会「北京+20」　開催
・「持続可能な開発のための２０３
０アジェンダ（ＳＤＧｓ）」　採択

・「女性活躍加速のための重点方針
２０１５」 策定
・「女性の職業生活における活躍の
推進に関する法律（女性活躍推進
法）」　施行
・「第4次男女共同参画基本計画」
策定

・「第三次市川市役所次世代育成
支援行動計画」　策定

２０１６
（平 28)

・「第4次千葉県男女共同参画計
画」　策定

・「女性活躍推進法に基づく特定
事業主行動計画」　策定

２０１７
（平 29）

・「ストーカー規制法」　改正
・「市川市男女共同参画基本計画
第6次実施計画」　策定

２０１８
（平 30）

・「政治分野における男女共同参画
の推進に関する法律」　施行
・「働き方改革を推進するための関
係法律の整備に関する法律」　公布

２０１９
（令　元）

・「女性活躍推進法」　改正
・「ＤＶ防止法」　改正

・「市川市多様性を尊重する社会
を推進するための指針」　施行



年 世界 国 千葉県 市川市

２０２０
（令 2）

・第64回国連婦人の地位委員会
「北京＋25」　開催

・「第５次男女共同参画基本計画」
策定

・「市川市男女共同参画基本計画
第7次実施計画」　策定
・「第四次市川市役所次世代育成
支援行動計画」　策定
・「女性活躍推進法に基づく特定
事業主行動計画 第二次計画」
策定

２０２１
（令 3）

・第65回国連婦人の地位委員会
開催

・「政治分野における男女共同参画
の推進に関する法律」　改正

・「第５次千葉県男女共同参画計
画」　策定

２０２２
（令 4）

・「困難な問題を抱える女性への支
援に関する法律」　成立

・「市川市パートナーシップ・ファ
ミリーシップ届出制度に関する
要綱」　施行

２０２３
（令 5）

・「ＤＶ防止法」　改正
・「性的指向及びジェンダーアイデン
ティティの多様性に関する国民の理
解の増進に関する法律」　公布

・「市川市男女共同参画基本計画
第8次実施計画」　策定
・「第五次市川市役所次世代育成
支援行動計画」　策定
・「女性活躍推進法に基づく特定
事業主行動計画第三次計画」
策定

２０２４
（令 6）

・「困難な問題を抱える女性への支
援に関する法律」　施行

・「千葉県多様性が尊重され誰も
が活躍できる社会の形成の推進
に関する条例」　施行
・「千葉県困難な問題を抱える女
性支援基本計画」　策定

・「男女共同参画に関する市民意
識調査」　実施



 

市川市男女共同参画基本計画 

 

令和８年  月 

 

市川市 総務部 ダイバーシティ推進課 

〒272-0034 市川市市川１丁目２４番２号 



指標に対する⽬標値について

  ⽬標値の設定における基本的な考え⽅
①国の男⼥共同参画基本計画や市川市の他の計画における⽬標値を参考に⽬標値を設定

＜成果指標＞※いずれも、肯定的な選択の合計割合です

個別課題 対応する指標 現状値
（令和７年１２月）

目標値
（令和１２年）

目標値説明

１．性別にとらわれない
ワーク・ライフ・バランス
（一人ひとりが望むライフ
スタイル）の実現

希望するワーク・ライフ・バ
ランスで生活を送れてい
ると思う人の割合

71.7% 75%
５年間で2～3％上昇させ
ることで目標値を設定。

２．政策・方針決定過程へ
の女性の参画

政策・方針決定過程にお
いて、男女共同参画が進
んでいると思う人の割合

38.2% 40%
５年間で2～3％上昇させ
ることで目標値を設定。

３．防災・復興における男
女共同参画

女性が安心して避難でき
る環境になっていると思
う人の割合

（参考値４８％） +2～3％
５年間で2～3％上昇させ
ることで目標値を設定。

個別課題 対応する指標 現状値
（令和７年１２月）

目標値
（令和１２年）

目標値説明

４．暴力を許さない社会の
実現

いかなる理由があっても
暴力は許されないものだ
と考える人の割合

95.1% 100%

市川市男女共同参画基本計
画第8次実施計画における
類似の指標の目標値に合わ
せ設定。

５．被害者等支援の充実
暴力を受けた時、どこに
相談すればよいか知って
いる人の割合

74.3% 80%
５年間で2～3％上昇させ
ることで目標値を設定。

個別課題 対応する指標 現状値
（令和７年１２月）

目標値
（令和１２年）

目標値説明

６．多様性を認め合う社会
の実現

市川市はすべての人が安
心して暮らせるまちだと
考える人の割合

67.5% 70%
５年間で2～3％上昇させ
ることで目標値を設定。

７．健やかな生活を続ける
ことができる社会の実現

心身ともに健康と感じて
いる人の割合

74.6% 80%
５年間で2～3％上昇させ
ることで目標値を設定。

②現計画（市川市男⼥共同参画基本計画第８次実施計画）の成果指標における⽬標値を設定

※現状値が（参考値）となっているものは、データ収集中のものであり、途中経過の数値となります。

基本目標　Ⅰ　あらゆる場面で男女がともに活躍できる社会の実現

基本目標　Ⅱ　暴力で苦しむことのない社会の実現

基本目標　Ⅲ　すべての人がいきいきと暮らせる社会の実現

③現計画の成果指標における実績の上昇値を参考に５年間で＋２〜３％を⽬標値とする
 （調査対象の⺟数の少ない指標については+5％とする）

資料１
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＜行動指標＞

現状値
(令和6年年度)

目標値
（令和１２年）

目標値説明

・（参考８９％） ・　　　+５　％
５年間で5％上昇させるこ
とで目標値を設定。

・　　29 ％ ・　　 35　％
５年間で5％上昇させるこ
とで目標値を設定。

・　84.7％ ・　　１００　％
（令和１１年度）

第６次市川市役所次世代育
成支援行動計画における現
状値・目標値を設定。

・　７７．１　％
・　　　８０　％
（令和１１年度）

第６次市川市役所次世代育
成支援行動計画における現
状値・目標値を設定。

現状値
(令和７年4月)

目標値
（令和１２年）

目標値説明

・　32.６　％ ・　　　４０　％
市川市男女共同参画基本計
画第8次実施計画における
同指標の目標値を設定。

・　22.8　％ ・　　　３０　％
市川市男女共同参画基本計
画第8次実施計画における
同指標の目標値を設定。

現状値
(令和７年4月)

目標値
（令和１２年）

目標値説明

・　１１．８　％ ・　　　１５　％
国の第６次男女共同参画基
本計画の成果目標を参考に
目標値を設定。

施策の方向性
　（７）防災・復興における男女共同参画の視点の強化

対応する指標

・男女共同参画に関連する講座への男性の参加割合

対応する指標

・各種審議会等における女性委員の割合

・「配偶者出産休暇」又は「男性の育児参加休暇」を合
計して５日以上取得した、取得対象となる市の男性職
員の割合

個別課題　２．政策・方針決定過程への女性の参画

施策の方向性
　（５）市の政策・方針決定過程への女性参画の促進
　（６）企業等における女性の活躍促進

個別課題　３．防災・復興における男女共同参画

・防災会議の女性委員の割合

・「年次休暇」の取得が、１０日以上の市職員の割合

・市の管理職における女性職員の割合

対応する指標

・男女共同参画に関連する講座やイベント等に参加
し、生活を見直そうと思った人の割合

個別課題　１．性別にとらわれないワーク・ライフ・バランス（一人ひとりが望むライフスタイル）の実現

施策の方向性
　（１）男女共同参画に関連する意識の醸成
　（２）家庭生活における男女共同参画の促進
　（３）働く場における男女共同参画の促進
　（４）地域における男女共同参画の促進
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＜行動指標＞

現状値
(令和７年12月)

目標値
（令和１２年）

目標値説明

・平均９１．９％ ・　　９5　％
５年間で5％上昇させるこ
とで目標値を設定。

・　　２．４％ ・　　　１　％
できる限り０％に近づける
ことを目指し、目標値を設
定。

現状値
(令和７年12月)

目標値
（令和１２年）

目標値説明

・　２０．８　％ ・　　２5　％
５年間で5％上昇させるこ
とで目標値を設定。

現状値
目標値

（令和１２年）
目標値説明

・　　　30　件
　（令和6年度）

・　３０件以上
令和６年度の現状値からの
増加を目指し、目標値を設
定。

・（参考７４％）
　(令和7年12月)

・　　　+５　％
５年間で5％上昇させるこ
とで目標値を設定。

現状値
(令和７年4月)

目標値
（令和１２年）

目標値説明

・　　　１７．４
（H26～28年平均）

・　　　１２．２
　（R6～８年平均）

いのち支えるいちかわ自殺対
策計画(第3次)における現状
値・目標値を設定。

・男性８２．９４歳
　女性８６．０２歳
　（令和３年度）

・平均寿命の増
加分を上回る健
康寿命の増加

市川市健康増進計画　健康い
ちかわ２１（第３次）における現
状値・目標値を設定。

個別課題　６．多様性を認め合う社会の実現

施策の方向性
　（１１）ダイバーシティに関する理解促進
　（１２）人権の視点からの教育の推進

対応する指標

・パートナーシップ届出件数

・LGBTQ+への理解が大変深まったと回答した講座
受講者の割合

個別課題　７．健やかな生活を続けることができる社会の実現

施策の方向性
　（１３）生活上の困難への支援の充実
　（１４）生涯を通じた健康の管理の意識啓発と情報提供

対応する指標

・自殺死亡率（人口１０万人あたりの人口動態調査に
よる自殺者数）

・健康寿命

対応する指標

・身体（精神、金銭、性、社会）的な暴力をＤＶと思う人
の割合

・DVを受けたことのある人の割合（１年以内）

対応する指標

個別課題　４．暴力を許さない社会の実現

施策の方向性
　（８）あらゆる暴力の防止に向けた基盤づくり

個別課題　５．被害者等支援の充実

施策の方向性
　（９）被害者等支援と相談業務体制の充実
　（１０）関係機関・関係部署との連携

・DVを受けたことのある人のうち、窓口に相談をした
人の割合

− 3 −



第 2 回市川市男女共同参画推進審議会におけるご意見と対応 

委員の皆様からいただいた意見を反映させ、パブリックコメント（１１月実施）用の案を 

作成し、意見を募集いたしました。 

 

 
Ｎｏ ご意見 対応 

個
別
課
題 

１ 

＜個別課題１＞ 

・「ワーク・ライフ・バランス」と「ライ

フスタイル」を併記する。 

・「性別にとらわれない」と追記する。 

・「理想の」を「一人ひとりが望む」に変

更する。 

 

個別課題１「性別にとらわれないワー

ク・ライフ・バランス（一人ひとりが望

むライフスタイル）の実現」 

へ変更します。 

≪資料２－２、No.1参照≫ 

行
動
指
標 

２ 

＜個別課題１ 行動指標＞ 

・家庭生活で男女共同参画が進んでい

るかを評価できる指標を取り入れら

れないか。男女参加比割合など。 

・「夫は外で働き、妻は家を守る方が良

い」の言い回しが古い。経年経過の比

較もあると思うが、変えてもいいので

は。また、指標とすることで考えをミ

スリードする可能性がある。 

 

個別課題１の行動指標「夫は外で働き、

妻は家を守る方が良い」から、「男性の

講座参加割合」に変更します。 

同じく「男女共同参画に関する講座やイ

ベントにおいて内容の理解ができた人

の割合」を「～講座やイベント等に参加

し生活を見直そうと思った人の割合」に

変更します。 

≪資料２－２、No.２参照≫ 

事
業 

３ 

＜進行管理事業 ２、３＞ 

・「人権」と大きく括っていて、対象等の

詳細が入っていないと施策を展開す

る段階で漏れてしまうのではないか。 

例えば、外国人とかリプロダクティブ

ヘルスライツ等。 

 

進行管理事業３に属性の例示等を追記

します。 

また、リプロダクティブヘルスライツ

は、その考え方の 1 つとしてＤＶの項

（進行管理事業１３）に追記をします。 

≪資料２－２、No.3-1、No.3-2 参照≫ 

４ 

＜人権事業の追加＞ 

・子どもへの人権教育は重要であると

同時に、子どもを教える立場の教員も

人権理解が必要。市教育委員会の研修

に人権の内容を組み込めないか。 

 

関連事業９の中で実施が予定されてい

ますが、明確にするため、事業概要に追

記します。 

≪資料２－２、No.４参照≫ 

５ 

＜進行管理事業 １７＞ 

・被害者の中には、男性や LGBTQ+の方も

いる。実施の検討はできないか。 

 

現状では、男性相談等については、他機

関の相談窓口を活用していきますが、他

機関の相談窓口の周知について触れて

いなかったため、進行管理事業２２「相

談窓口の周知活動」の事業概要に追記し

ます。 

≪資料２－２、No.５参照≫ 

 

資料 2－１ 



新No.1　反映部分 資料２－２
　　　　旧



新No.2　反映部分 旧



新No.3－１　反映部分 旧



新No.３－２　反映部分 旧



新No.４　反映部分 旧



新No.５　反映部分 旧



○案  

 

（仮称）ウィズプラン（市川市男女共同参画基本計画）（案）についての 

パブリックコメント実施結果 

市川市総務部      

ダイバーシティ推進課 

 

パブリックコメントでいただいたご意見（一部修正）と市の回答案となります。 

「〇ご意見の概要と市の考え方」の表における「対応」欄で、 （１） と記載しているものは、ご意見を踏まえ 

プランに修正等を加えています。 

修正内容の詳細は、資料 3-2 の新旧対照表（左側が新、右側が旧）を併せてご確認ください。 

 

 

〇実施期間 

 令和７年１１月４日（火）～令和７年１２月３日（水） 

 

〇ご意見を提出していただいた方の人数及び件数 

 

 

 

〇ご意見への対応 

対応内容 件数 

（１） ご意見を踏まえ、対応するもの ６件 

（２） 今後の参考とするもの ３件 

（３） ご意見の趣旨や内容について、考え方をすでに盛り込み済みであるもの ４件 

（４） その他（案そのものに対するご意見でないもの等） ８件 

 

【提出いただいたご意見等の取扱い】 

・本意見募集と関連のないご意見等が提出された場合は、そのご意見については公表していません。 

・いただいたご意見は、類似の意見等とこれに対する結果及び理由を取りまとめて公表しております。 

・ご意見を公表することで、個人または法人の権利、競争上の地位その他正当な利益が害されるおそれが 

ある場合は、修正をしております。 

・誹謗・中傷等および差別的、差別を助長するおそれのある表現が含まれる場合は、修正をしております。 

 

  

媒体 人数 件数 

① インターネット ５人 ２１件 

資料３－１ 



○案  
〇ご意見の概要と市の考え方 

№ ご意見の概要 市の考え方 対応 

１ ウィズプランのテーマについて。どれも「今努

力して生きている人」の努力を当たり前と受

け取りすぎている気がする。 他人に何かを

譲る余裕がないことが問題である。  

なのでこんなことを議論してないで、少子化

対策といじめ問題と教育の質を上げていけ

ば、人は問題を解決する力を付けられる。 

すべての人が互いに人権を尊重し、いきい

きと生活していくためには、男女が共に様々

な分野で活躍し、積極的に参画できる社会

づくりが必要と考え、本プランの策定を進め

ております。 

引き続き男女共同参画の推進に努めてまい

ります。 

（４） 

２ ツッコミどころだらけなので、もう少し考え

ながら全体を見直してもらって、計画書を修

正してもらいたい。 

パブリックコメントや審議会で多様な見地か

らご意見をいただき、プランの策定を進め

てまいります。皆様にご理解・ご協力をいた

だけるプランとなるよう引き続き努めてま

いります。 

（４） 

３ ジェンダー平等というのは聞こえはいいかも

しれませんが、本計画では女性にしかできな

いことや女性の特性を尊重することが盛り込

まれていません。 

出生数が 2.0 人を下回り、人口減少が進ん

でいる昨今、女性に求められる最重要なこと

は結婚して、かつ、2 人以上出産をしてもら

うことで、それに全力を傾けることは当然で

あり、それを達成できていない状況で男女共

同参画事業を推進することは時期尚早です。 

個人的には、出生率が高い自治体は、女性が

生活しやすいと思いますので、そこを目指し

てほしいです。 

すべての人が互いに人権を尊重し、いきい

きと生活していくためには、結婚や出産の有

無にかかわらず、様々な立場や状況におい

て、男女がともに活躍できる社会を目指して

いくことが必要であると考え、本プランの策

定を進めております。 

引き続き男女共同参画の推進に努めてまい

ります。 

（４） 

４ 近年、民間企業、官公庁、各自治体で男女共

同参画事業を推進してきた結果、女性を優遇

し過ぎて逆差別になっている事例を数多く

見聞きする。端的に言うと、あまり優秀では

ない女性が、女性であるということを理由に

出世しているという事例。 

これらを踏まえて市川市では過度な女性優

遇に歯止めをかけることも検討して計画に盛

り込んでもらいたい。 

本プランは、様々な場面で男女がともに活

躍することのできる男女共同参画社会の実

現を目指して策定を進めております。 

誰もが活躍できる社会に向け、ジェンダーか

ら生じる課題にアプローチする事業に取り

組んでまいります。 

 

（４） 

  



○案  
５ 男女の平等について。アンケートを取って統

計も出しているようだが（P10）、何に不平等

を感じているのかが不明。 世の中生きるた

めに必要なことを全て自分でやるわけでは

なく、向いてることを仕事にしてみんなで分

担しているわけで、「自分はこんなに頑張っ

ているのに」という不満は誰からも出る。 全

ては十分な対価が支払われていないことが

問題。それは政府が過度に消費を促すから収

入が不足することに起因する。立場の不平等

をどこに感じているのか、もっとヒアリングし

ないと、ざっくり聞いてしまったら、ただの立

場の違いについても「同一でない」ことを不

平等だと回答する人も出てくる。平等が何か

を理解している人にアンケートを取らないと

正しい統計にはならない。例えるなら向いて

ることに同じだけ努力しても、ハンドボール

選手と野球選手で収入差が出ることは不平

等とは言わない。 

市川市の現状や課題を把握するために実施

したアンケートについては、内閣府が実施し

た「男女共同参画社会に関する世論調査（令

和４年）」を参考にいたしました。また、「社会

全体」における平等感だけでなく、家庭や職

場、政治や社会通念といった場での男女共

同参画の推進についても調査しており、その

結果に基づいて計画内容を検討していま

す。今後も国のアンケート等を参考にしなが

ら調査、分析していきます。 

なお、本プランには、詳細なアンケート結果

の記載がなかったことから、アンケート結果

を掲載している市川市公式 Web サイトの関

連ページの記載を追加します。（第４章 ４ 

計画の見方） 

 

 

 

≪資料３－２、No.１参照≫ 

（１） 

６ P.11 でコロナ禍以降にＤＶ面談件数が増加

したことを挙げていますが、基本目標ではコ

ロナ禍については一切触れていないので、支

離滅裂な計画書です。なぜコロナ禍前後で比

べる？コロナ禍前はどうだった？コロナ禍が

関係しているのであればそれに対策すべき

では？ 

「コロナ禍」という表記については、相談件数

に変化のあったタイミングがイメージしやす

くなるよう表記したものでしたが、コロナ禍

に対する施策の必要性を想起させるような

誤解が生じないよう記載を変更いたします。 

 

 ≪資料３－２、No.２参照≫ 

（１） 

７ ウィズプランが抽象的過ぎるので、細分化し

てそれぞれで基本計画を策定すべきではと

思う。例えば、女性の社会進出とＤＶは全く別

分野で対処方法も異なるが、同じ計画にまと

めるのは違和感しかない。 

本プランは、男女共同参画社会の実現に向

け３つの基本目標を設定し、目標達成に向け

た課題に対するアプローチをそれぞれ定め

ております。男女共同参画社会の実現には、

暴力のない社会も不可欠であり、切り離せ

ない解決すべき課題であるという考えから

本プランの基本目標の一つに位置づけてい

ます（基本目標Ⅱ）。 

（４） 

  



○案  
８ 男女共同参画社会の実現に向けて基本目標

や個別課題が分かりやすく整理された反面、

多様性なども含む幅広い内容となり女性に

ついての施策が手薄となってしまうと危惧す

る。ダイバーシティ推進課として扱う内容も

多岐にわたりマンパワーを増やすことも必要

ではないか。 

女性の活躍に関する内容は、「基本目標Ⅰ 

あらゆる場面で男女がともに活躍できる社

会の実現」として、大きく位置付けており、本

プランの柱となっております。 

引き続き、男女共同参画の推進に取り組ん

でまいります。 

（３） 

９ 市民のアンケートでは男女の不平等感の解

消に至っておらず、固定的性別役割分担意識

が残っている現状の中、これからの世代への

教育はたいへん重要であると考える。審議会

でも教育の部分が抜けてしまったことについ

て指摘があり、施策の方向性の中で含まれる

ようにするとのことであったが、ウィズプラ

ンの中で関連事業にしか含まれておらず広く

人権教育というくくりでは男女共同参画につ

いての教育がなされるのか疑問に思う。 

「教育」については、施策の方向性（１）の中で

「意識の醸成」と記載しており教育を含めた

施策を考えておりましたが、教育を含めた

様々な場での必要性を明確にするため、施

策の方向性（1）の記載を修正いたします。 

なお、関連事業を含めた人権教育を通じて

男女共同参画の推進は図れるものと考えて

おります。 

 

 ≪資料３－２、No.３参照≫ 

（１） 

１０ 男女共同参画への理解・意識向上のために、

著名人を招いた講演会を市川市でも実施し

てほしい。 著名人として、●●さん及び〇〇

さんを招くのはいかがか。 世界的ミリオンセ

ラー作家や、日本文藝家協会の役員として活

躍中の方は、著書では女性同士の友情やジェ

ンダーに関する現代社会の問題を分かりや

すく主題にしており、また、檀上に上がれば

笑いが絶えないほど面白いトークをしていた

だけるかと思う。 

講師については、ご提案の方を含め、市民等

の皆さまに男女共同参画について興味・関

心を持っていただけるような方を招き、周

知・啓発を進めてまいります。 

（２） 

１１ 成果指標や市民の意識調査の集計の仕方が

男女どちらのものか明確にされておらず、一

人一人が望むライフスタイルになるには男女

の協力が必須であり、特に男性の行動や意識

変容が必要であるが、男性に限定した講座参

加率や意識の変化が分からない状態になっ

ているため、男女で分けた成果指標の導入を

検討いただきたい。 

成果指標については全体として設定してお

りますが、アンケートの集計・分析は男女別

の数値を踏まえて行っていきます。 

なお、本プランには、詳細なアンケート結果

の記載がなかったことから、アンケート結果

を掲載している市川市公式 Web サイトの関

連ページの記載を追加します。（第４章 ４ 

計画の見方） 

 ≪資料３－２、No.１参照≫ 

（１） 

  



○案  
１２ 個別課題 1「性別にとらわれないワーク・ライ

フ・バランス（一人ひとりが望むライフスタイ

ル）の実現」において、市川市での男性の育

児休業取得の現状を示すデータやその結果

を踏まえた市として企業や個人に向けた意

識変容のための具体的な取り組みが乏しい

ように感じた。個別課題 1 全体を通して、女

性にのみ向けた政策であると受け取られる

部分があると感じた。男性の育児休業取得や

そのための男性の講座などへの参加は、課

題解決のため重要な基盤であると考える。ま

ずは、現在の市川市民における男性の育児

休業取得率のデータを明らかにし、実際に男

性の声を収集し分析することを検討いただ

きたい。その結果を踏まえた必要な支援策を

実施することについても検討いただきたい。 

本プランは、市民意識調査にて男女別の意

見を収集し、分析を行っております。 

周知や講座など具体的な事業の実施に際

し、今後の参考とさせていただきます。 

（２） 

１３ 男女の地位の不平等感が解消に至っていな

いことに対してどの施策を重視しているのか

分かりにくい。 

男女の不平等感の解消については、主に基

本目標Ⅰに紐づく施策によって課題の解消

に向けて取り組んでまいります。 

（３） 

１４ これまでも情報発信などの啓発活動が実施

されてきているが、人が多く集まる商業施設

など、より多くの市民にアクセスしていくこと

も検討してはどうか。また市のＨＰでも女性

の困りごとに関連するページへのアクセスが

分かりにくいと感じる。 

周知や講座など具体的な事業の実施に際

し、今後の参考とさせていただきます。 

（２） 

１５ 本計画案で示されたＤＶ防止及び被害者支

援強化の方針に賛同するが、以下の検討を

求める。 

「活動量」から「成果」重視への指標転換（実効

性の可視化） 現状の「配布数・回数（アウトプ

ット）」に加え、意識変容や行動変容を測る

「成果指標（アウトカム）」の設定と公表を求め

ます。  

具体策: 「暴力の認識率」「相談窓口の認知

度」「被害経験者の相談実施率」などの数値

目標化および定期的な公表。 

本プランの評価は、成果指標および行動指

標にて行う予定としております。 

（３） 

  



○案  
１６ 本計画案で示されたＤＶ防止及び被害者支

援強化の方針に賛同するが、以下の検討を

求める。 

相談ハードルの解消と対象別アプローチの抜

本強化 若年層、外国人、性的マイノリティな

ど、従来の枠組みでは支援が届きにくい層に

対し、属性に応じた「相談しやすい環境」を整

備してください。 

若年層向け: チラシ配布にとどまらず、ワー

クショップ型授業の実施や、ＳＮＳ・動画を活

用した発信を行うこと。 

多様性への配慮: 外国語対応窓口のオンライ

ン/ＬＩＮＥ予約導入や、性的マイノリティ（アウ

ティング被害等）および男性被害者も相談可

能であることの明記。 

生活支援との一体化: 保護命令等の制度支

援に加え、住居・就労・転校など、生活再建に

直結する支援との連携強化。 

当該相談体制の充実等については、施策の

方向性（９）、（１０）、（１３）、（１４）に紐づく進

行管理事業および関連事業により推進して

まいります。 

なお、事業に対する具体的な提案について

は、今後の参考とさせていただきます。 

 

（３） 

１７ 本計画案で示されたＤＶ防止及び被害者支

援強化の方針に賛同するが、以下の検討を

求める。 

支援の「質」と「持続可能性」を支える体制づ

くり 高ストレス業務である相談員の燃え尽

きを防ぎ、専門性を維持するためのバックア

ップ体制を明記してください。 具体策: 外部

専門家によるスーパービジョン（定期的助言）

の導入、適正な人員確保、および専門資格取

得への研修費助成など。 

当該相談体制の充実については、進行管理

事業２４において実施する予定となっており

ますが、相談体制の充実について施策の方

向性においても明確になるよう、施策の方

向性（９）の記載を修正します。 

 

 

 

 

 ≪資料３－２、No.４参照≫ 

（１） 



○案  
１８ ＤＶについて。家庭を持つことに見合った収

入を得ている人が少ない。なんの準備もなく

子供を産むことが大きな問題。 日々の不満

を弱いものに当たることがＤＶになる。逆に

収入の高い人が相手を尊重しないこともＤＶ

になる。  

相手を尊重するということを学校でちゃんと

教えないし、家庭というものが外からの干渉

を受けない閉鎖的なものになってしまってい

るから学ぶ機会がない。ストレス社会で個人

間の接し方が自由であればＤＶは減らない。

ＤＶをどうしたいのかわからないが、起きる

ことを放置してＤＶが起きたあとに支援する

というのであれば、被害は減らない。 

本プランでは、「暴力で苦しむことのない社

会の実現」を基本目標の一つとしており（基

本目標Ⅱ）、施策の方向性（８）において、ＤＶ

等の予防に関する施策を位置付けておりま

す。 

引き続き、ＤＶ等の暴力を許さない社会づく

りと被害者等支援の充実の両面から、対策・

支援に取り組んでまいります。 

（４） 

１９ 目標３にはそれぞれ数値が明確になってい

ないところがあり、特に地域のコミュニティ

を活性化させるためにサロン等の男女差の

認知度や利用率の数値を出すべきではない

かと考える。この男女差の数値を明確にする

ことによってジェンダー格差が起こらない土

台をつくることができることに加えて、なぜ

この政策をする必要があるのかやその層に

どのようなメリットがあるかといった、政策

に対して市民に説得するための具体的な理

由をつくることが可能になる。したがって、男

女間の明確な数値をだすことによって、施策

の満足度、理解度を上げることができると考

えるため、検討していただきたい。 

本プランは、市民意識調査にて男女別の意

見を収集し、分析を行っております。 

なお、本プランには、詳細なアンケート結果

の記載がなかったことから、アンケート結果

を掲載している市川市公式 Web サイトの関

連ページの記載を追加します。（第４章 ４ 

計画の見方） 

 

 

 

 

 

 

 ≪資料３－２、No.１参照≫ 

（１） 

  



 

○案  
２０ ＬＧＢＴについて。受け入れることでどうした

いのかがわからない。正解は多様で誰かが

幸せになれば誰かが不幸になる利益の奪い

合いに過ぎない。 LGBT だから保護される

べきという、なんの考慮や検討もない結論あ

りきの議論なら、税金を投じて考えるような

ことではない。今ある方の中、ハマるものだ

けは受け入れて、個人の自由の範囲で自由に

すればいい。  

本プランは、ＬＧＢＴＱ＋の方のみならず、「す

べての人がいきいきと暮らせる社会の実

現」を基本目標の一つとしております（基本

目標Ⅲ）。 

すべての人の人権が尊重され、多様な個性

を認め合うことは、一人ひとりが力を発揮す

るために不可欠であると考えます。 

今後も、多様な立場への理解を促進するた

め、正しい知識等の周知および啓発に取り

組んでまいります。 

（４） 

2１ LGBT について、性的指向は人それぞれな

ので、施策を講じる必要性はないと思いま

す。 

 



No.1(意見5,11,19）　反映部分 新 資料３－２
　　　　旧
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新No.２（意見6）　反映部分 旧



新No.３（意見9）　反映部分 旧



新No.４（意見17）　反映部分 旧



第３回市川市男女共同参画推進審議会前のご意見と対応 

令和 8 年 1 月 9 日以降、委員の皆様からいただいた意見と対応についての一覧です。 

 

Ｎｏ ご意見 対応 

１ P.32 事業名 1.男女共同参画情報の

収集と周知・啓発は（再掲）が抜けてい

ませんか。 

ご指摘のとおり修正いたします。 

２ 

P.35 進行管理事業 13「性暴力・性

被害に関する啓発活動」→「性暴力・

性被害防止に関する啓発活動」のほう

が適当ではないかと思います。 

ご意見のとおり修正いたします。 

３ 

P.36 進行管理事業 14 目標値が、

前回案では「啓発回数」であったもの

が「リーフレット等の配布校数」になっ

ています。以前の「啓発」がどのような

内容のものであったのか、どういう経

緯で「リーフレット配布校数」になった

のか教えていただきたいです。 

若い人への働きかけはとても大事だと

考えていますが、リーフレット配布の実

効性については疑問を感じます。 

パブコメにも同様の意見がありまし

た。すぐに、ワークショップや SNS・動

画を活用とした啓発を年間何回やると

いう話にもなりにくいとは思いますが、

啓発の方法を再検討する余地を目標

値に残してほしいと思います。 

従前の啓発内容は、デート DV やストーカ

ーに関するリーフレット等を配布することを

指しておりました。 

配布校数への変更は、啓発回数を記載す

るより、どれだけ多くの方に啓発を行ったか

について示す方がよいのではないかと考え

たことによります。 

いただいたご意見にて再検討し、指標を

「啓発等の実施校数」と変更いたします。 

啓発の詳細を毎年報告することで、リーフ

レット配布以外の啓発方法の検討につなげ

ることができるものと考えております。 

４ P.49 個別課題７の図内で、６０代「認

知症」を加えてはどうかと思いました。 

ご意見のとおり追記いたします。 

５ 

事業の中で、「目標値」が設定されてい

るものと、「報告」となっているものとあ

りますが、なぜでしょうか。 

増加または減少することが一概に良いとは

言えない項目について、「目標値」を設定せ

ず、現状値を「報告」することとしておりま

す。 

６ 

P.31、45 現在値に（参考）とあるの

はどういう意味合いですか。 

注釈などどこかにありますか。 

いずれもアンケート調査による数値となりま

すが、現時点ですべての回答を徴取するこ

とができないものに対して、参考値である

ことを示すために（参考）と記載しておりま

す。 

資料４－１ 



 

７ 

個別課題５の行動指標の 5 年後の

25％目標というのはあまりに低いので

はないかと思います。基本的な原則は

理解しますが、内容的に25％では相談

窓口として志が低すぎるかと思います

（千葉県も 19.8％→50.0％です。）。 

毎年集計しているアンケート結果の推移を

踏まえて、今後の取組で実現を見込むこと

ができる数値として設定したものとなりま

す。 

目標値は２５％となりますが、目標値を超

え、より多くの方が窓口につながることがで

きるよう、引き続き周知等に努めてまいりま

す。 

８ 

成果指標と行動指標の区別がなかな

か難しいです（パブコメ 1５の意見の区

別に同意するものです。）。個別課題７

の「健康寿命」などは究極の成果指標

と思われます。例えば、健診の受診率

が難しければ、過去１年以内に職場や

地域の健康診断を受けた割合などの

調査結果などが行動指標としてふさわ

しいのかと思います。 

他の指標についても検討を行いましたが、

対象者が広く市民の健康全般を包括でき

ることや客観的な数値であることを考慮し、

現行通り健康寿命を採用したいと考えてお

ります。 











（案） 

令和 8年 月 日 

 

 

市川市長 田中 甲 様 

 

 

令和 7年 7月 18日付（市川第 20250626-0022号）で本審議会に諮問のあり

ました男女共同参画にかかる基本計画の策定について、本審議会において慎重

に審議を重ねた結果、別紙のとおり答申いたします。 

 

 

市川市男女共同参画推進審議会 

会長   丸谷 充子 

副会長  上田 智子 

新井 香津美 

大野 京子  

川俣 興一 

佐野 典行 

柴田 剛 

関 淳市 

友松 千賀 

成嶋 千紘 

福本 明日香 

保戸田 悠菜 

松尾 順子 

松原 いつ子 

山極 記子 

  



（案） 

 

答 申 

 

現在、少子高齢化の加速や国際的な影響、家族形態や働き方の多様化など、

社会は急速に変化しています。このような変化の中で、すべての市民が人権を

尊重し、それぞれの力を活かして豊かな生活を実現するためには、男女が様々

な分野で活躍し、ともに社会の発展に積極的に参加できるような環境を作るこ

とが不可欠です。 

計画策定にあたり本審議会では、本市の男女共同参画社会の実現に向けた方

針や方向性を確認し、また委員それぞれの見地から、男女共同参画、DV等の暴

力の根絶、人権尊重の高揚等にかかる目標や課題について提案するとともに、

計画（案）に盛り込むための施策の方向性や課題解決のための事業等にかかる

意見を述べました。 

貴市より提案のあった計画（案）は、本審議会及びパブリックコメントの内

容が十分に反映されていることから、別添のウィズプラン（市川市男女共同参

画基本計画）（案）は、令和 8年度からの本市の新たな男女共同参画基本計画

として、妥当であると判断いたします。 

継続的かつ実効性のある取組を積み重ね、計画の着実な遂行により、本市の

男女共同参画社会の実現に向け、あらゆる主体にその考え方が浸透・定着し、

本計画の目的が確かな形として達成されていくことに期待いたします。 

なお、表記等において、市民がわかりやすい計画となるように努めていただ

くようお願いいたします。 

 

 

 

 

別添：ウィズプラン（市川市男女共同参画基本計画）（案） 




